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民法（債権関係）部会資料 ２７ 
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第１ 法律行為に関する通則  

１ 法律行為の意義及び効力 

(1) 法律行為の意義等の明文化 

ア 法律行為の定義規定・分類規定 

  法律行為の定義規定・分類規定の要否については，次のような考え方が

あり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 法律行為とは，契約，単独行為及び合同行為をいう旨の規定を

設けるものとする。 

【乙案】 法律行為の定義規定・分類規定を設けないものとする。 

イ 法律行為の効力 

  法律行為の基本的な効力に関する規定の要否については，次のような考

え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 法律行為は法令の規定に従い意思表示に基づいてその効力を生

ずる旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 法律行為の基本的な効力に関する規定を設けないものとする。 

 

○ 中間的な論点整理第２８，１(1)［８６頁（２１１頁）］ 

 「法律行為」という概念は民法その他の法令に用いられているが，この概念の有

用性に疑問を呈する見解があるほか，民法にその意義に関する一般的な規定が設け

られていないため，意味が分かりにくいという問題が指摘されている。既に法律上

の概念として定着したものであることなどから法律行為という概念を維持した上

で，その意義について，例えば，法律行為とは，契約，単独行為及び合同行為をい

うとの形式的な定義規定を設けるという考え方や，法律行為は法令の規定に従い意

思表示に基づいてその効力を生ずるという基本的な原則を条文上明記するという

考え方があるが，これらの当否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第１，２(1)［１頁］，同（関連論点）［２頁］】

 

（比較法） 

・ドイツ民法第３１１条第１項 

・オランダ民法第３編第３３条，第５９条，第６編第２１３条，第２１６条 

・フランス民法第１１３４条第１項 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１１０１条，第１１０１－１条，第１１

３４条第１項 

・フランス民法改正草案（司法省草案）第１条，第２条 

・フランス民法改正草案（テレ草案）第１条 

 

（補足説明） 

１ 「法律行為」概念については，第１０回会議において，既に法律上の概念とし



2

て定着していることなどを理由にこれを維持すべきであるという意見があったの

に対し，これに反対する意見はなかった。そこで，法律行為概念を維持すること

を前提とした上で，本文アでは法律行為の定義規定又は分類規定の要否について，

本文イでは法律行為の基本的な効力に関する規定の要否について，それぞれ取り

上げる。 

２ 民法第１編第５章は「法律行為」と題して法律行為に適用される規定群を設け

ており，これらの規定が適用される行為の範囲を明確にするためには，「法律行為」

概念の意味内容を明らかにする必要があると考えられる。そこで，学説上一般に

整理されているところに従い，法律行為には契約，単独行為及び合同行為が含ま

れる旨の規定を設けることを提案するのが本文アの甲案である。甲案は，形式的

に法律行為の範囲を明らかにするものであると言える。 

  しかし，合同行為の概念を認めることに対しては，これに該当するとされてい

る行為（例えば，社団法人の設立行為）は共同の意思表示があったと捉えれば足

り，契約及び単独行為と並ぶ地位を認めることはできないなどとする批判もあり，

甲案の分類が必ずしも安定したものであるとは言えない。また，合同行為概念を

認めるとしても，甲案のように法律行為の形式的な分類を規定するだけでその概

念の内容が明らかになるわけではなく，他方，契約，単独行為及び合同行為とい

う下位概念の実質的な定義を設けることは困難である上，正確に定義しようとす

れば非常に複雑な定義となってかえって分かりにくくなることも指摘できる。 

  乙案は，法律行為概念の定義規定又は分類規定は設けないことを提案するもの

である。乙案は，法律行為概念について実質的で正確な定義を設けることは困難

である上，複雑な規定となってかえって分かりにくくなること，合同行為概念を

認めるかについて争いがあることにも表れているように，法律行為概念の意義に

ついて確立した考え方があるとまでは言えず，解釈に委ねるのが適切であること

などを理由とする。 

３ 法律行為の効力（本文イ）について，民法には明記されていないものの，法律

行為が行われればその構成要素である意思表示の内容に従ってその効力が認めら

れるという原則が存在することは当然の前提とされている。この原則は私法全体

にとっての基本的な原則の一つであるとして，この原則の明文化を提案するのが

本文イの甲案である。この立場は，法律行為の実質的な定義を規定するのが困難

であること（本文アの乙案）を前提として，法律行為概念を理解する手がかりと

なる規定を設けようとするものである。 

  法律行為の基本的な効力に関する規定の具体的な内容としては，法律行為は意

思表示に基づいて効力が認められること（法律行為が意思表示を不可欠の要素と

すること，意思表示が行われれば意思表示どおりの効果が生ずること）が挙げら

れる。これを明らかにするため，甲案では，「意思表示に基づいて」としているが，

更に具体的に記載する別案として，「意思表示を要素として成立し，その意思表示

の内容に従って」とすることも考えられる。 

  また，法律行為の効力が認められるための要件はそれぞれの法律行為に関する
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法律の規定に応じて異なる可能性がある（例えば，要物契約のように，法律行為

の効力が認められるために意思表示以外の要件が必要となる場合がある。）から，

このことを併せて明らかにすべきであると考えられる。甲案が「法令の規定に従

い」としているのはこのことを明らかにするものである。 

  これに対し，契約については，仮に，法律行為の効果は原則として当事者の意

思表示に従う旨の規定（後記２参照）や契約自由の原則（中間論点整理第２２，

１）を明文化するとすれば，契約の効力はこれらの規定によって基礎づけられる

とも考えられ，また，単独行為についてもその効力はそれぞれの根拠規定に基づ

くと考えられるから，法律行為の基本的な効力に関する甲案のような規定を設け

る必要はなく，かえって甲案によれば契約や単独行為の効力に関する個別の規定

との関係が不明瞭になるおそれもある。法律行為の基本的な効力に関する規定を

設けるのが困難又は適切でないとすれば，敢えて新たな規定を設けないこととな

る。これを提案するのが乙案である。 

 

(2) 公序良俗違反の具体化 

ア 公序良俗違反の具体化として暴利行為に関する規定を設けるかどうかに

ついて，次のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 公序良俗違反の具体的な一類型として，暴利行為に関する判例

法理を明文化する方向で規定を設けるものとする。 

【乙案】 暴利行為に関する規定を設けないものとする。 

イ 仮に暴利行為に関する規定を設ける場合に，規定の内容として伝統的な

判例の定式を採ると，次のような規定を設けることになる。 

【甲－１案】 相手方の窮迫，軽率又は無経験に乗じて著しく過当な利益

を獲得する法律行為は，無効とする旨の規定を設けるものとする。 

  これに対し，暴利行為の要件を見直す考え方がある。すなわち，「窮迫」

という要件を具体化して「困窮又は緊急の必要」などとする考え方のほか，

「従属状態」，「抑圧状態」，「信頼関係」，「経験の不足」，「知識の不足」を

利用することを付け加えるべきであるとする考え方がある。 

  また，獲得する利益が著しく過当でなくても主観的要素と相関的に判断

して不当といえる場合や，相手方の権利を侵害する場合も暴利行為に該当

するとする考え方がある。 

  これらの考え方について，どのように考えるか。 

ウ 暴利行為のほか，公序良俗違反の具体的な一類型として規定すべき準則

があるか。 

 

○中間的な論点整理第２８，１(2)［８６頁（２１１頁）］ 

 公序良俗違反の一類型として暴利行為に関する判例・学説が蓄積されていること

を踏まえ，一般条項の適用の安定性や予測可能性を高める観点から，暴利行為に関
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する明文の規定を設けるものとするかどうかについて，自由な経済活動を萎縮させ

るおそれがあるとの指摘，特定の場面についてのみ具体化することによって公序良

俗の一般規定としての性格が不明確になるとの指摘などがあることに留意しつつ，

更に検討してはどうか。 

 暴利行為の要件は，伝統的には，①相手方の窮迫，軽率又は無経験に乗じるとい

う主観的要素と，②著しく過当の利益を獲得するという客観的要素からなるとされ

てきたが，暴利行為に関するルールを明文化する場合には，主観的要素に関しては，

相手方の従属状態，抑圧状態，知識の不足に乗じることを付け加えるか，客観的要

素に関しては，利益の獲得だけでなく相手方の権利の不当な侵害が暴利行為に該当

し得るか，また，「著しく」という要件が必要かについて，更に検討してはどうか。

 また，暴利行為のほかに，例えば「状況の濫用」や取締法規に違反する法律行為

のうち公序良俗に反するものなど，公序良俗に反する行為の類型であって明文の規

定を設けるべきものがあるかどうかについても，検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第１，２(2)［４頁］】

 

《参考・現行条文》 

（公序良俗） 

民法第９０条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は，無

効とする。 

 

（比較法） 

・ドイツ民法第１３８条 

・オランダ民法第３編第４０条，第４４条 

・フランス民法第６条，第１１３１条，第１１３３条，第１６７４条 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１１１４－３条，第１１２４条，第１１

２４－１条，第１１２６条，第１１６２－３条 

・ユニドロワ国際商事契約原則第３．２．７条 

・ヨーロッパ契約法原則第４：１０９条 

 

（補足説明） 

１ 公序良俗などの一般条項については，判例及び学説の展開を通じて，その具体

化として，一定の要件や判断要素からなる準則が形成されているが，このような

準則の存在は，現在の条文からは直ちに読み取ることができない。そこで，一般

条項の具体化としての準則を明確に定式化できるだけの判例・学説の蓄積があり，

その内容が一般的に支持されているときは，これを条文上明記することとした方

が，一般条項の適用の安定性や予測可能性に資すると考えられる。公序良俗違反

については，暴利行為に関する準則を条文上明記すべきであるとの考え方が示さ

れている。甲案は，このような考え方に基づき，暴利行為に関する規定を明記す
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ることを提案するものである。 

  これに対し，第１０回会議においては，契約が無効になるリスクを検討するた

めにコストが高まったり取引の迅速性が阻害されるなど，自由な経済活動を萎縮

させるおそれがあるとの指摘や，暴利行為に関する規定が機能するのは限定され

た場面であり，明文化の実益は必ずしも大きくないとの指摘，公序良俗違反のう

ち暴利行為を特に具体化すると民法第９０条の一般条項としての性格が不明確に

なるおそれがあるとの指摘などがあった。また，暴利行為に関する準則を明文化

するとこの規定が濫用されるおそれがあるとの意見もある。乙案は，これらの意

見を踏まえ，暴利行為に関する規定を設けないことを提案するものである。 

  しかし，暴利行為が公序良俗違反として無効になるというルールは現在では異

論なく承認されているのであるから，契約が暴利行為に該当するリスクの検討は

現在でも行われているはずであり，暴利行為に関するルールが適切な形で明確化

されるのであれば，それによってコストが増加するとはいえず，むしろルールの

内容を明確にすることによってその適用の可否を検討するコストの減少をもたら

すことも期待できる。したがって，この経済活動が萎縮するおそれがあるとの指

摘が当を得たものといえるかどうかは，暴利行為に関する準則の内容を適切に明

文化できるかどうかによると考えられる。濫用のおそれを指摘する意見について

も，同様に，ルールを適切な形で明文化することができればそのおそれは小さく，

問題は要件や考慮要素を適切に記述できるかどうかであると言える。 

  また，暴利行為に関する規定が機能するのは限定された場面であるとの指摘に

ついては，民法典の施行以来，暴利行為に関する裁判例は多数蓄積されており，

近年に至っても暴利行為の準則は積極的に活用されているとの評価を反論として

挙げることができる。 

  暴利行為に関する準則のみを明文化することによって民法第９０条の一般条項

としての性格が不明確になるとの指摘については，そもそも強行規定は公序や良

俗を具体化したものであるとされており，強行規定は既に多数設けられているの

である（契約法の分野では，同法第５７２条，第６０４条，第６２８条，第６７

８条など）から，公序良俗を具体化した規定を置くことが直ちに同法第９０条の

一般条項としての性格を不明確にするとは言えないのではないか，また，条文の

表現方法によっても指摘された懸念を回避することができるのではないかと反論

することができる。 

２ 判例は，伝統的に，他人の窮迫軽率又は無経験を利用し（主観的要素），著しく

過当な利益の獲得を目的とする（客観的要素）法律行為を暴利行為としてきた（大

判昭和９年５月１日民集１３巻８７５頁等）。甲－１案は，この判例の定式をその

まま明文化する考え方である。 

  甲－１案が窮迫又は軽率に乗じることを主観的要素として挙げていることに対

しては，事業者間取引においては交渉ポジションの優位性を利用するのが通常で

あり，窮迫状態を利用する行為を無効とすることは経済実態に適合しないとの指

摘や，事業者間取引はプロ同士の取引であるから軽率な一方当事者を保護する必
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要はないとの指摘がある（この指摘は，暴利行為の要件を修正するか否かにかか

わらず，窮迫又は軽率を利用することを暴利行為の要件とする場合には当てはま

る。）。 

  これに対しては，暴利行為に該当するためには客観的要素を充足することも必

要であるから，一方当事者が困窮状態にあり，又は軽率であったとしても，直ち

に暴利行為に該当する訳ではないことが指摘できる。客観的要素に言う「著しく

過当な利益」と言えるかどうかは取引の性質や相手方の属性によっても異なり得

ると考えられ，例えば事業者間契約においては，相手方が消費者である場合に比

べ，相手方の窮迫や軽率に乗じて取得した利益が著しく過大であると評価される

場面は少ないと考えられる。例えば，財務状態の悪い会社に対して通常の融資よ

りも不利な条件で契約を締結する行為は，それがリスクに応じた合理的な条件で

ある限り，客観的要素を欠き，暴利行為に該当しないと考えられる（逆に，相手

方の窮状を利用し，又は相手方が曖昧な説明を軽率に誤解していることを利用し

て取得した利益が著しく過大であると評価できる場合などには，事業者間の契約

であるからといって暴利行為該当性を否定する理由はないのではないか。）。した

がって，窮迫や軽率を主観的要素として挙げることによって経済実態に適合しな

い結論が導かれるとは言えないとも考えられる。 

３ 甲－１案のような伝統的な定式に対しては，要件が狭すぎて新たに生じている

問題に適合的でないことから，近時の裁判実務においては，個人の権利・自由を

保護するために暴利行為がより柔軟に活用されているとの評価がある。このよう

な裁判実務の動きを踏まえると，暴利行為に関する伝統的な定式の修正をするか

どうかを検討すべきであると考えられる。具体的には，主観的要素についての見

直しと，客観的要素についての見直しが問題になる。 

  主観的要素については，伝統的な定式が挙げる「窮迫」「軽率」「無経験」に加

え，「従属状態」，「抑圧状態」，「信頼関係」，「知識の不足」を利用することを挙げ

るかどうかが問題になる。また，「窮迫」という文言が分かりにくいことから，こ

れを具体化し，「困窮及び緊急の必要」などと改めることも提案されている。 

  ここで挙げられている「従属状態」を利用するとは，既存の関係における優越

的な地位を利用することをいい，ある事業者が他の事業者との間の継続的供給契

約に依存している場合に，当該他の事業者がその地位を利用して不利な条件での

取引に応じさせる行為などがこれに該当する。「抑圧状態」を利用するとは，一方

が心理的に他方の要求に従わざるを得ない状態にあることを利用する行為を言い，

例えば，霊感商法のように相手方が恐怖心によって合理的な判断をすることがで

きない状態に陥っていることを利用する行為などがこれに該当する。「信頼関係」

を利用する場合としては，例えば，弁護士が依頼者の信頼を利用して依頼者の所

有する不動産を安価に買い取る行為などがこれに該当する。「知識の不足」を利用

するとは，情報の格差を利用して不当な契約をさせることを言い，例えば，不動

産を相続した者の法律的無知を利用して，このままでは多額の相続税が課される

などと述べ，低い価格で不動産を売却させるような事案が該当する。「困窮及び緊
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急の必要」は，上記のとおり，伝統的な定式における窮迫をより具体化したもの

と言え，例えば，他人が緊急に必要としている物を不当に高い価格で購入させる

行為や，異常に高利で金銭を貸し付ける行為などがこれに当たる。 

  また，客観的要素についても伝統的な定式の修正が問題とされている。具体的

には，近時の裁判実務が主観的要素と客観的要素との相関関係によって暴利行為

該当性を判断しているという分析に基づき，主観的要素の程度が大きい場合には，

不当と評価できる程度の利益を取得することが法律行為の内容になっていれば，

その利益が著しく過当とまでは言えない場合であっても，当該法律行為の効力を

否定すべきであるという考え方がある。このような考え方を採れば，例えば，相

手方の判断力の低下に乗じ，日用品を多数回にわたって購入させる行為は，その

価格が市場価格と大きく変わらない場合であっても，暴利行為に該当する可能性

があることになる。 

  このほか，客観的要素については，不当な利益を取得する場合だけでなく，権

利を侵害するものである場合にも暴利行為の対象とすべきであるとの考え方も示

されている。具体的には，表意者に権利を放棄させる行為，雇用契約等を解除さ

せる行為，転居や廃業を約束させる行為などが該当する。 

４ 暴利行為のほかに公序良俗違反の具体化として条文上明記すべきルールとして

どのようなものがあるかについて，第１０回会議においては状況の濫用を挙げる

意見が，第２２回会議においては公法上のいわゆる取締規定に違反する法律行為

の私法上の効力を挙げる意見が，それぞれ述べられた。 

  状況の濫用とは，相手方との信頼関係や依存関係などにつけ込んで法律行為を

させることなどとされ，結果として生ずる給付の不均衡等を要件とせず，交渉力

の不均衡のみに着目して契約の効力を否定する考え方であると言える。立法論と

して状況の濫用に関する規定を設けるべきであるとの学説もあるが，従来の裁判

例から状況の濫用に関する準則を抽出することができるかどうかは明らかではな

く，また，学説等においても，交渉力の不均衡がある場合としてどのような状況

を想定するかについて十分な議論の蓄積があるとまでは言えない。また，状況の

濫用に関する規定の要否については，暴利行為に関してどのようなルールを採用

するかを踏まえ，暴利行為によってカバーできない事案としてどのような事案が

あるかを検討する必要があると考えられる。 

  公法上のいわゆる取締規定に反する法律行為の私法上の効力について，判例は，

取締法規に違反する契約の事案で，その契約が公序良俗に反するとされる場合は

格別として，当該取締法規に反することから直ちに私法上無効であると解すべき

ではないとしている（最判昭和５２年６月２０日民集３１巻４号４４９頁）。そこ

で，公序良俗に反するかどうかの判断に当たり，取引の悪性に関する公法上の評

価を私法上の無効原因としてどのように評価するかが問題になるが，この点をめ

ぐっては，履行の有無を考慮する見解や，実質的に捉えた法令の規制目的を評価

の基準とする考え方など，学説上種々の見解が主張されており，現時点で，取締

規定に違反する法律行為の効力について明確なルールを定立するのは必ずしも容
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易ではない。 

 

(3) 「事項を目的とする」という文言の削除（民法第９０条） 

 民法第９０条は，「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律

行為は，無効とする。」と規定しているが，「事項を目的とする」という文言

を削除し，「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は，無効とする。」と

改めるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第２８，１(3)［８７頁（２１４頁）］ 

 民法第９０条は，「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為

は，無効とする。」と規定しているが，これを「公の秩序又は善良の風俗に反する

法律行為は，無効とする。」と改めるものとしてはどうか。 

【部会資料１２－２第１，２(3)［１０頁］】

 

《参考・現行条文》 

（公序良俗） 

民法第９０条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は，無

効とする。 

 

（補足説明） 

 民法第９０条は，「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為」

を無効とすると規定しており，法律行為の内容のみを問題にしているようにも解し

得るが，判例及び学説は，内容だけではなく法律行為が行われた過程その他の諸事

情を考慮して，法律行為が公序良俗に反するかどうかを判断している。本文記載の

考え方は，これを条文上明確にするため，「事項を目的とする」という文言を削除す

ることを提案するものであり，第１０回会議においては特段の異論がなかった。 

 

２ 法令の規定と異なる意思表示（民法第９１条） 

 法律行為の当事者が法令の規定と異なる意思を表示したときはその意思に従

って効果が生ずるのが原則であり，例外的に，その規定が公の秩序又は善良の

風俗に関するものであるときはその規定に反する部分は無効とする旨の規定を

設けるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第２８，２［８７頁（２１４頁）］ 

 法令の規定と異なる意思表示の効力について，原則として意思表示が法令の規定

に優先するとした上で，その法令の規定が公序良俗に関するもの（強行規定）であ

るときは例外的に意思表示が無効となることを条文上明記するものとしてはどう

か。 
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【部会資料１２－２第１，３［１１頁］】

 

《参考・現行条文》 

（任意規定と異なる意思表示） 

民法第９１条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意

思を表示したときは，その意思に従う。 

 

（比較法） 

・ドイツ民法第１３４条 

・オランダ民法第３編第４０条 

・フランス民法第６条 

・ヨーロッパ契約法原則第１：１０２条，第１：１０３条 

 

（補足説明） 

１ 本文記載の考え方は，私的自治の原則が異論なく承認されていることを踏まえ，

意思表示が法令の規定と異なる場合であっても意思表示が優先することを原則とし，

その法令の規定が強行規定に当たる場合には例外的に意思表示の効力が認められな

いとすることを提案するものである。民法第９１条に相当する規定であるが，同条

は法令と異なる意思表示は効力を有しないという原則を前提としているようにも読

めるという指摘があることから，法律行為の領域においては原則として意思表示が

優先することを明確にするため同条の規定内容を改めようとするのが，この提案の

趣旨である。 

  なお，民法第９１条は，任意規定を「公の秩序に関しない規定」としているが，

強行規定には善良の風俗を具体化したものもあるとの指摘を踏まえ，意思表示が「公

の秩序又は善良の風俗に関するもの」である場合には無効であると規定することを

提案している。 

２ 本文記載の考え方について，第１０回会議の審議においては，法令は本来遵守す

べきであって私人の合意が法令の規定に優先するのは限られた場合であるから，法

令の規定と異なる意思表示は効力を有しないのが原則であり，当該規定が任意規定

である場合には例外的に意思表示が優先するとするのがより適切であるとの意見も

あった。しかし，本文記載の考え方は，専ら法律行為を対象とするものであり，法

律行為について私的自治の原則が妥当することは異論なく承認されている。そこで，

法律行為に関する規定の内容としては，私的自治の原則との整合性を図る観点から，

意思表示が優先することを原則とするのが自然であると考えられる。 

３ 第１０回会議の審議においては，強行規定と任意規定の区別について，単純に二

分できるものではなく，法令の規定と異なる法律行為が有効であるかどうかは，法

令の規定との乖離の程度や代替措置の有無などによって異なるという意見があった。
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この意見が指摘するように，規定の内容と異なる合意が許容されるとしてもその程

度や要件が制約される場合があるとすると，本文記載の考え方のように，法令の規

定を強行規定か任意規定かに二分し，法令の規定と異なる意思表示の効力を当該規

定がそのいずれに該当するかによって区分するだけでは十分でないとも言える。こ

のように考えれば，法令の規定と異なる意思表示の効力を判断するに当たって，意

思表示と任意規定の乖離の程度や代替措置の有無なども考慮し得るような規定を検

討すべきこととなるが，現在のところこれを具体化した立法提案は存在しないこと

から，この点は，引き続き解釈論の発展に委ねざるを得ないとも考えられる。この

ような考慮を踏まえ，本文記載の考え方は，現在の民法第９１条と同様に，強行規

定と任意規定という単純な区分のみを規定することを提案するものである。 

  なお，法令の規定と異なる法律行為が許容されるが，乖離が大きい場合には効力

が否定される場合があるとして，これを条文上明記する方向でなお検討する場合に

は，公序良俗に反する法律行為の効力や，不当条項規制（中間論点整理第３１）と

の関係が問題になると考えられるので，これらとの関係についても留意が必要であ

る。 

４ 強行規定に反する法律行為が無効になることについては異論がないが，その根拠

については，民法第９０条によるとする見解と，同法第９１条の反対解釈によると

する見解に分かれている。伝統的には後者の見解が通説的地位を占めていたとされ

ているが，起草者は民法第９０条の「公の秩序」として，制定法によって定められ

た秩序を念頭に置いた上でそれをやや広げたものと考えていたのであり，この見解

は条文の沿革に適合しないとの批判もある。近時は，同法第９０条に求める見解も

有力に主張されている。 

  以上のように，強行規定に反する法律行為が無効になる根拠規定については争い

があることから，この点を明確にするため，本文記載の考え方を条文化する際には，

例えば「公の秩序又は善良の風俗に関する規定に反する法律行為は，無効とする。」

などと明記して，強行規定に反する法律行為が無効になる根拠規定を設けることも

考えられる。 

  強行規定に反する法律行為の効力に関する根拠規定を設けることは，民法第９１

条の反対解釈から導く見解からは自然に説明できるほか，民法第９０条から導く見

解に立っても，同条を具体化したものと説明することができるから，明文の規定を

設けることは理論的な対立について一方の立場を前提とするものではない。 

 

３ 強行規定と任意規定の区別の明記 

 強行規定か任意規定かが明確で，解釈の余地を残しておく必要がないか，残

すべきでないと考えられる規定については，できる限りその区別を条文上明記

することとしてはどうか。 
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○中間的な論点整理第２８，３［８７頁（２１５頁）］ 

 民法上の規定のうち，どの規定が強行規定であり，どの規定が任意規定であるか

を条文上明らかにすることが望ましいとの考え方がある。これに対しては，全ての

規定についてこの区別を行うのは困難であるとの指摘，規定と異なる合意を許容す

るかどうかは，相違の程度や代替措置の有無などによって異なり，単純に強行規定

と任意規定に二分されるわけではないとの指摘，強行規定かどうかを法律上固定す

ることは望ましくないとの指摘などがある。これらの指摘を踏まえ，強行規定と任

意規定の区別を明記するという上記の考え方の当否について，強行規定かどうかを

区別することの可否やその程度，区別の基準の在り方，区別をする場合における

個々の規定の表現などを含め，検討してはどうか。 

 

（比較法） 

・ドイツ民法第１５７条，第２４２条 

・オランダ民法第６編第２４８条 

・フランス民法第１１３５条，第１１５９条，第１１６０条 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１１３５条，第１１３９－３条 

・フランス民法改正草案（司法省草案）第１３５条 

・フランス民法改正草案（テレ草案）第５８条 

・国際物品売買契約に関する国際連合条約第９条 

・ユニドロワ国際商事契約原則第１．９条 

・ヨーロッパ契約法原則第１：１０５条 

 

（補足説明） 

１ 第１０回会議の審議において，民法の規定を個別に検討し，強行規定か任意規定

かの区別を条文上明らかにすべきであるとの意見があった。このような考え方に従

えば，全ての規定について強行規定か任意規定かを区別し，例えば，強行規定につ

いては「これに反する特約は，無効とする。」，任意規定については「当事者がこれ

と異なる意思を表示したときは，この限りでない。」などの表現を用いて，区別を条

文上明記するものとする考え方もあり得る。 

  このような考え方に対し，第１０回会議の審議においては，民法の全ての規定に

ついて強行規定と任意規定を区別することは困難であること，強行規定かどうかに

関する現在の解釈論を固定するのは不適切であること，ある規定と異なる意思表示

の効力は，その規定の内容からの乖離の程度や適切な代替措置の有無などによって

異なり，その規定が強行規定か任意規定かを単純に二分することはできないことな

どの指摘があった。 

２ そこで，逆に，全ての規定について区別を明記する考え方に対する批判から，そ

の対極にある考え方として，全ての規定について強行規定か任意規定かを解釈に委

ねるという考え方もあり得る。民法は，任意規定であることを明確にしている場合

もあるが，契約当事者間の法律関係に関する規定については，原則として強行規定
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か任意規定かの区別を条文上明記しておらず，この区別を明示しない考え方は，こ

のような民法の立場にも適合するとも言える。 

  これに対しては，どの規定が強行規定であり，どの規定が任意規定であるかが分

かりにくいという批判があるほか，強行規定か任意規定かが明確で，将来の解釈の

余地を残す必要がない又は残すべきでないと考えられる規定もあり，そのような規

定について明文化を否定する理由はないとも考えられる。 

３ 以上から，本文記載の考え方は，全ての規定について強行規定か任意規定かの区

別を明らかにすることが困難又は不適切であるとしても，強行規定か任意規定かが

明確であり，解釈の余地を残しておく必要がない又は残すべきでないと考えられる

規定については強行規定か任意規定かを条文上明記することとし，それ以外の規定

については解釈に委ねることを提案するものである。 

  民法の契約に関する規定には，数は少ないものの，条文の内容と異なる合意を明

示的に許容している場合があり（第１２７条第３項，第２７２条ただし書，第４１

７条，第４６６条第２項，第５２５条など），本文記載の考え方は，明記する規定の

範囲を可能な限り拡大することを試みるものであると言える。 

 

４ 任意規定と異なる慣習がある場合 

 任意規定と慣習との優劣関係については，以下のような考え方があり得るが，

どのように考えるか。 

【甲案】 法律行為に関して慣習があるときは，その慣習に従うものとし，た

だし，その慣習が公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき（公の秩序若

しくは善良の風俗に関する法令の規定に反するときを含む。），又は当事者

がその慣習と異なる意思を表示したと認められるときは，この限りでない

旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 当事者が慣習による意思を有すると認められる場合には慣習に従う

旨の規定（民法第９２条）を維持するものとする。 

 

○中間的な論点整理第２８，４［８７頁（２１５頁）］ 

 任意規定と異なる慣習がある場合における任意規定と慣習との優先劣後の関係

は，これを扱う民法第９２条と法の適用に関する通則法第３条が整合的でないよう

にも解し得ることから，現行法上不明確であり，立法的解決の必要性が指摘されて

いる。この点について，社会一般より小さい社会単位で形成された規範である慣習

がある場合にはこれに従うことが当事者の意思に合致する場合が多いなどとして，

慣習が任意規定に優先することを原則とし，当該慣習が公序良俗に反する場合や当

事者が反対の意思を表示した場合は任意規定が優先するものとすべきであるとの

考え方がある。他方，不合理な慣習が優先するのは適当でないことなどから，慣習

が契約内容になるためには当事者の意思的要素を介在させるべきであり，これがな

い場合には任意規定が優先することとすべきであるとの考え方もある。そこで，任
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意規定と異なる慣習がある場合の優先劣後の関係について，契約の解釈に関する規

律（後記第５９）との整合性にも留意しながら，更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第１，４［１３頁］】

 

《参考・現行条文》 

（任意規定と異なる慣習） 

民法第９２条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合におい

て，法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるとき

は，その慣習に従う。 

 

（法律と同一の効力を有する慣習） 

法の適用に関する通則法第３条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は，法令

の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに

限り，法律と同一の効力を有する。 

 

（補足説明） 

１ 慣習の効力については任意規定との優劣関係が問題になるが，この点についての

規律の内容は，①慣習が優先するための要件として当事者の意思の介在が必要にな

るかどうか，②慣習一般について一律の規律が妥当するのか，内容の合理性の有無

などによって規律内容を区分する必要があるかについての組合せによって定まると

考えられる。 

２ 甲案は，社会一般より小さい社会単位における決定の積み重ねとして形成された

慣習を尊重するのが私的自治の思想に合致していることや，慣習がある場合は当事

者が慣習による意思を有していることが多いことなどから，慣習が任意規定に優先

することを原則とし，ただし，慣習が公序良俗（強行規定を含む。）に反するとき及

び当事者が慣習と異なる意思を表示したときはこの限りでないとするものである。

民法第９２条は，「公の秩序に関しない規定と異なる慣習」の効力を規定しているが，

甲案のような考え方によれば，慣習がある場合は，任意規定がある事項に関するも

のであるかどうかにかかわらず，当事者が明示又は黙示に慣習による意思を表示し

た場合はもとより（この場合に慣習が優先するのは慣習の効力の問題ではなく，私

的自治の原則の帰結である。），当事者が慣習による意思を有していると認められる

場合以外の場合であっても，慣習に従うことが原則となる。 

  なお，民法第９２条は，任意規定と異なる慣習を「公の秩序に関しない規定と異

なる慣習」としているが，強行規定には善良な風俗に関する規定もあることから，

善良な風俗に関する規定に反する場合も除外するものとしている。 

  以上の考え方に対し，第１０回会議の審議においては，あらゆる慣習が任意規定

に優先するものとすることに対する懸念を示し，任意規定に優先する慣習の範囲を

限定すべきであるとの意見があった。また，特に労働契約について，労働者に不利
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益な職場慣行が慣習としての効力を認められることに対する懸念を示す意見もあっ

た。このような意見が指摘する懸念は，公の秩序又は善良の風俗に反する慣習には

拘束力がないことを規定することによって回避できるとも考えられるが，更に，原

則として甲案によるとしても，一定の範囲の慣習については，当然にはこれに従う

ものとしないという考え方を採ることも考えられる。その場合には，どのような慣

習には従わないこととなるのかを検討する必要がある。例えば，ヨーロッパ契約法

原則第１：１０５条は，当事者が明示的又は黙示的に合意した慣習，当事者と同じ

状況にある者ならば適用されると考える慣行であってその適用が不合理ではないも

のが当事者を拘束すると規定している。これと同様に，原則として甲案を採りつつ，

当事者の意思的要素なくして当事者を拘束する慣習の範囲を不合理ではないものに

限定することも考えられる。 

  このように，当事者の意思的要素なくして当事者を拘束する慣習の範囲を限定す

る場合には，その余の慣習の効力をどのように考えるかが問題になり得る。民法第

９２条は，当事者の合意がない場合であっても，当事者がその慣習による意思を有

していると認められるときは慣習に従うと規定しており，意思的要素なく当事者を

拘束する慣習の範囲を限定する場合に，その余の慣習についてこれと同様の規定を

設けなければ，これらの慣習が拘束力を有するためには当事者の合意が必要である

ことになると考えられ，現行法に比べて慣習の効力を弱めることになる可能性があ

ることに留意する必要があると考えられる。 

３ 第１０回会議の審議においては，不合理な慣習が任意規定に優先することに対す

る懸念などから，慣習が任意規定に優先するのは慣習によるという当事者の意思が

介在している場合に限定すべきであるとの意見があった。これは，民法第９２条を

維持するという考え方であるといえ，乙案はこのような考え方に基づくものである。

これによれば，任意規定が存在する場合において，当該任意規定と異なる慣習によ

るという当事者の意思が介在しないときは，任意規定が適用されることになり，任

意規定が優先することになると考えられる。このような規定を設けることには，慣

習による旨の明示又は黙示の意思表示がなくても，その慣習による意思を有してい

ると認められれば慣習に従うこととする点で独自の意義があると考えられる。 

  なお，判例は，当事者が慣習の存在を知りながら特に反対の意思を表示していな

い場合には慣習による意思を有すると推定し，慣習による意思を立証する必要はな

いとしている（大判大正３年１０月２７日民録２０輯８１８頁，大判大正１０年６

月２日民録２７輯１０３８頁）。そこで，乙案を採る場合には，民法第９２条の文言

を判例に即して改め，当事者が反対の意思を表示しないときは慣習による意思を有

するものと推定する旨の規定を設けることも考えられる（このように，慣習による

意思を広く推定することを規定するとすると，実質的には甲案と変わりがないと言

える。）。 

４ 慣習の効力については，甲案又は乙案のいずれの考え方を採る場合であっても，

法の適用に関する通則法（以下「法適用通則法」という。）第３条との関係が問題に

なる。同条と民法第９２条との関係については様々な学説が主張され，議論が錯綜
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している状況にあるが，同条を見直すに当たっては，さしあたり，現在の法適用通

則法第３条にとらわれずに議論してはどうか。 

 

第２ 意思能力 

１ 要件等 

（比較法） 

・ドイツ民法第１０４条，第１０５条 

・オランダ民法第３編第３４条 

・フランス民法第４１４－１条，第１１２３条，第１１２４条 

 

(1) 意思能力の定義 

 意思能力の定義については，以下のような考え方があるが，どのように考

えるか。 

【甲案】 意思能力を，その法律行為をすることの意味を弁識する能力と定

義する旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 意思能力を，事理を弁識する能力と定義する旨の規定を設けるも

のとする。 

【丙案】 意思能力の定義規定を設けないで，これを欠く状態で行われた法

律行為の効力について規定するものとする。 

 

○中間的な論点整理第２９，１(1)［８８頁（２１６頁）］ 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力が否定されるべきことには判

例・学説上異論がないが，民法はその旨を明らかにする規定を設けていない。そこ

で，意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力について明文の規定を設けるも

のとしてはどうか。 

 その場合には，意思能力をどのように定義するかが問題となる。具体的な規定内

容として，例えば，有効に法律行為をするためには法律行為を自らしたと評価でき

る程度の能力が必要であり，このような能力の有無は各種の法律行為ごとに検討す

べきであるとの理解から，「法律行為をすることの意味を弁識する能力」と定義す

る考え方がある。他方，各種の法律行為ごとにその意味を行為者が弁識していたか

どうかは意思能力の有無の問題ではなく，適合性の原則など他の概念が担っている

問題であって，意思能力の定義は客観的な「事理を弁識する能力」とすべきである

との考え方もある。これらの考え方の当否を含め，意思能力の定義について，更に

検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第２，１［１７頁］】

 

（補足説明） 

１ 意思能力は，一般に，自分の行為の法的な意味を理解し，その結果を認識する

ことのできる能力であり，行為の種類・内容によって異なるとされている。甲案
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は，このような意思能力に関する一般的な理解に従って，当該法律行為をするこ

との意味を弁識する能力と定義することを提案するものである。 

  第１０回会議の審議においては，個別具体的な法律行為ごとに表意者がその意

味を理解して意思表示をしたかどうかは意思能力の問題ではなく，適合性の原則

などによって処理すべきであるとの意見もあった。適合性の原則は，特に金融商

品の取引において，顧客の知識，経験，財産の状況，取引の目的等に照らして不

適当と認められる勧誘を行ってはならないという原則であり，法律行為の意味を

理解する能力以外の状況をも考慮に入れる点で意思能力に関する規律よりも広が

りを有するものであるが，意思能力を甲案のように捉えると，適合性原則の適用

が問題となる場面と意思能力が問題になる場面が重複する可能性は否定できない

（例えば，顧客の知的能力のみに照らして勧誘が違法となるような場合）。もっと

も，このことを否定的に評価する理由はないとも考えられるし，甲案は従来から

の一般的な理解に基づくものであるから，適合性原則の適用場面と意思能力の問

題との重複は従来から生じていたとも言える。 

２ 意思能力については，民法第７条が規定する成年後見開始の要件等を参考に，

事理弁識能力という文言を用いて定義する考え方もある。乙案は，このような考

え方に従い，意思能力を事理弁識能力と定義する考え方である。このように事理

弁識能力という定義を採用する場合には，人の行為という一般的な観念を想定し

て，そのような行為を自らしたと言えるための能力が問題になるとされる。 

  意思能力と事理弁識能力を同一視する乙案に対しては，まず，平成１１年改正

後の民法第７条は，事理弁識能力と意思能力とは異なると解する立場に立って立

案されたことが指摘できる。すなわち，平成１１年民法改正の立案担当者によれ

ば，意思能力は，法律行為を行った結果（法律行為に基づく権利義務の変動）を

理解するに足る精神能力を指すものであるのに対し，意思能力があることを前提

に，十分に自己の利害得失を認識して経済合理性に則った意思決定をするに足る

能力が事理弁識能力であるとされている。 

  また，「事理弁識能力」という文言自体が多義的であることも指摘できる。事理

弁識能力という概念は，平成１１年民法改正前には，裁判例上，不法行為におけ

る過失相殺の要件である「過失」を判断する前提としての能力を指すものとして

使われてきた。しかし，平成１１年民法改正の立案担当者は，過失相殺の前提と

しての事理弁識能力と民法第７条に言う事理弁識能力とは弁識の対象が異なって

いるとしている。 

  更に，乙案のように，意思能力は法律行為ごとにではなく一般的に判断される

ものであるとすると，例えば日常生活のための食料品の購入であるか不動産への

抵当権の設定であるかによって，意思能力に区別を設けることはしないから，最

も低い能力を基準として一律に判断されることになると考えられる（逆に，この

低い能力を超える能力を有する場合には一律に意思能力が肯定されることになる

と考えられる。）。このような考え方によると，食料品を購入する意味を理解する

能力はあるが不動産に抵当権を設定する意味を理解する能力を有しない者が，不
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動産に抵当権を設定した場合に，この取引の効力は意思能力の欠如を理由として

は否定することができないことになる。この場合は，暴利行為などの法律行為の

内容の不当性を規律する準則や，行為能力制度がカバーすることになるものと考

えられる。 

  なお，第１０回会議の審議においては，意思能力を事理弁識能力と捉えつつ，

個別の法律行為をすることの意味を理解する能力も必要であるとの意見があった。

しかし，仮に，意思能力とは別に，法律行為をすることの意味を理解する能力が

必要であるとすると，逆に，これに加えて事理弁識能力としての意思能力を問題

にする意味（法律行為をすることの意味を理解する能力はあるが，事理弁識能力

を欠く場合を想定することができないのであれば，前者の能力の有無を問題にす

れば足り，事理弁識能力は要件としては無意味である。）が問題になる。 

３ 民法には意思能力に関する規定はなく，その意義も解釈に委ねられている。丙

案は，意思能力に関する規定を設ける場合においても，意思能力の定義について

は現状を維持し，引き続き解釈に委ねることを提案するものである。 

 

(2) 意思能力を欠く状態で行われた法律行為が有効と扱われる場合の有無 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為は効力が否定されるのが原則であ

るが，表意者の帰責性の程度や相手方の主観的事情等によっては，相手方を

保護して法律関係を安定させるため，意思能力を欠く状態で行われた法律行

為が有効と扱われるべきであるとの考え方がある。例えば，表意者は意思能

力の欠如を善意の相手方に対抗できないという考え方や，表意者の帰責性を

考慮し，表意者が意思能力を欠くことについて故意又は重大な過失がある場

合には，意思能力の欠如を善意の相手方に対抗することができないという考

え方である。このような考え方について，どのように考えるか。 

 

○中間的な論点整理第２９，１(2)［８８頁（２１７頁）］ 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為であっても，その状態が一時的なもので

ある場合には，表意者が意思能力を欠くことを相手方が知らないこともあり，その

効力が否定されると契約関係が不安定になるおそれがあるとの指摘がある。また，

意思能力を欠いたことについて表意者に故意又は重大な過失がある場合には，意思

能力を欠くことを知らなかった相手方に意思能力の欠如を対抗できないという考

え方がある。これに対し，意思能力を欠く状態にある表意者は基本的に保護される

べきであるとの指摘もある。 

 以上を踏まえ，意思能力を欠く状態で行われた法律行為が有効と扱われる場合の

有無，その具体的な要件（表意者の帰責性の程度，相手方の主観的事情等）につい

て，検討してはどうか。 

 

（補足説明） 

１ 意思能力を欠く状態で行われた法律行為は効力が否定されるのが原則であるが，
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表意者の帰責性や相手方の主観的事情によっては，表意者が意思能力の欠如を相

手方に主張できない場合がある旨の規定を設けるべきであるとの考え方が主張さ

れている。 

２ 表意者が意思能力を欠くことを相手方が知らなかった場合には意思能力の欠如

を相手方に対抗することができないという考え方は，相手方が善意である場合で

あっても効力が否定されるとすれば取引の安全を害するという懸念から主張され

ている。このような考え方については，例えば行為能力の制限を理由とする取消

しは相手方が善意であっても制限されず，制限行為能力者が詐術を用いるなどの

要件が必要であること（民法第２１条参照），意思無能力等と同じく表意者側の事

情で意思表示の効力を否定する制度である錯誤においても，相手方が善意である

だけでは錯誤の主張は制限されないと考える見解が多数であることなどとの均衡

を失することにならないかという観点からも，検討が必要であると考えられる。 

３ 相手方が善意であることに加え，意思能力を欠くことについて表意者に故意又

は重大な過失がある場合には，表意者は意思能力の欠如を相手方に対抗すること

ができないとする考え方も主張されている。これは，表意者の帰責性を問題にす

る点で，重過失がある錯誤者による錯誤主張を制限する民法第９５条ただし書と

共通の考え方を背景に有すると言える。また，故意又は過失によって一時的に責

任能力を欠く状態を招いた者は不法行為責任を免れないことを規定する民法第７

１３条ただし書と共通の考え方に基づくとも言える。 

 

２ 日常生活に関する行為の特則 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力を原則として否定するとして

も，当該法律行為が日常生活に関するものであった場合についての特則を設け，

このような場合には法律行為の効力が妨げられないものとすべきであるかどう

かが議論されている。この点については，次のような考え方があり得るが，ど

のように考えるか。 

【甲案】 意思能力に関する規定の特則として，日常生活に関する行為は，意

思能力を欠く状態で行われたことを理由に効力を否定することができない

旨の規定を設けるものする。 

【乙案】 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力について，日常生活

に関する行為の特則を設けないものとする。 

 

○中間的な論点整理第２９，２［８９頁（２１８頁）］ 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為であっても，それが日常生活に関する行

為である場合は意思能力の不存在を理由として効力を否定することができない旨

の特則を設けるべきであるとの考え方がある。これに対しては，不必要な日用品を

繰り返し購入する場合などに意思無能力者の保護に欠けるおそれがあるとの指摘

や，意思能力の意義について当該法律行為をすることの意味を弁識する能力とする
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立場に立てばこのような特則は不要であるとの指摘がある。これらの指摘も踏ま

え，日常生活に関する行為の特則を設けるという上記の考え方の当否について，更

に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第２，１（関連論点）［１９頁］】

 

（補足説明） 

１ 制限行為能力者の行為については，自己決定の尊重及びノーマライゼーションの

理念（障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作

るという理念）に基づき，制限行為能力者が日常生活を送ることができるように，

日常生活に関する行為は行為能力の制限を理由に取り消すことができないとされて

いる（民法第９条ただし書，第１３条）。日常生活に関する行為を自ら行う必要性は

意思能力を欠く者についても同様にあてはまると考えると，意思能力を欠いた状態

で日常生活に関する行為が行われた場合についても，民法第９条ただし書の規定と

同様の特則を設け，これを確定的に有効にすべきことになる。甲案は，このような

考慮から，日常生活に関する行為については，意思能力を欠く状態で行われたこと

を理由に効力を否定することができない旨の特則を設けることを提案するものであ

る。 

  なお，民法第９条に関する平成１１年改正の立案担当者によれば，成年被後見人

が日常生活に関する行為をした場合でも，意思能力がなかった場合はその行為は無

効であるとされており，学説も同様に考える見解が有力である。したがって，甲案

によれば，日常生活に関する法律行為は意思能力を欠く状態で行われたことを理由

に取り消すことができないことになる点で，現行法とは結論を異にすることになる

と考えられる。 

  甲案のような考え方に対し，第１０回会議においては，意思能力を法律行為ごと

にその意味を理解する能力と捉えるのであれば，日常生活に関する行為をするため

に必要な意思能力の程度は高いとは言えないから特則を設ける必要性は必ずしも高

くはなく，逆にそのような能力も欠く場合には当該行為の効力を否定すべきである

との意見があった。甲案のような考え方の当否については，意思能力概念をどのよ

うに捉えるかを前提として検討する必要がある。 

  また，第１０回会議の審議においては，日常生活に関する行為の特則を設ける考

え方に対し，不必要な日用品を繰り返し購入するような場合に意思能力を欠く者の

保護に欠けるとの意見があった。不必要な日用品を繰り返し購入する取引の効力を

どのように考えるかは，「日常生活に関する」という要件の内容に関わる。すなわち，

当該取引の目的物の性質やその数量等のみからこの要件が判断されるとすれば，例

えば，日用品を多数回にわたって繰り返し購入したが，各取引における量や価格は

不当と言えない場合には，意思能力を欠く者の保護に欠けるおそれがある（もっと

も，同一の相手方との取引を繰り返した場合などにおいては，暴利行為の要件とし

て必ずしも「過当な利益」が必要でないとすれば，相手方の主観的事情によっては

暴利行為に該当することがあり得ると考えられる。）が，「日常生活に関する」とい
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えるかどうかの判断に当たって当該取引の必要性（既に同種の日用品を十分に持っ

ているかどうかなど）が考慮されるとすれば，相手方の保護に欠けるおそれはない

と考えられる（ただし，多数の取引を異なる相手方と行ったような場合には，個々

の取引の必要性の有無について判断できない相手方の保護が問題になり得る。）。 

２ 乙案は，意思能力を欠く場合には法律関係を自ら形成する基盤を欠くことから，

日常生活に関する行為であっても例外を設けず，意思表示の効力を否定することを

提案するものである。意思能力の意義（上記１(1)）について，法律行為ごとに当該

法律行為の意味を弁識する能力と考える場合には，日常生活に関する行為には高度

な能力が要求されるわけではなく，日常生活に関する行為の特則を設ける必要性が

低いとも考えられる。 

  これに対しては，成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にあるところ，成年被

後見人がした日常生活に関する法律行為を意思能力の欠如を理由として否定するこ

とができるとすれば，相手方が法的関係が不安定になることを懸念して取引に応じ

ないことになりかねず，ノーマライゼーションの理念に基づく民法第９条ただし書

の趣旨に反するのではないかとの指摘がある。  

 

３ 効果 

 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効果については，次のような考え

方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 意思能力を欠く状態で行われた法律行為は，無効とする旨の規定を

設けるものとする。 

【乙案】 意思能力を欠く状態で行われた法律行為は，意思能力を欠く状態で

その法律行為をした者又はその代理人，承継人若しくは同意をすることが

できる者が取り消すことができる旨の規定を設けるものとする。 

 

○中間的な論点整理第２９，３［８９頁（２１９頁）］ 

 現在の判例及び学説は，意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効であると

しているが，これは意思無能力者の側からのみ主張できるなど，その効果は取消し

とほとんど変わりがないことなどから，立法論としては，このような法律行為は取

り消すことができるものとすべきであるとの考え方も示されている。このような考

え方に対し，取り消すことができる法律行為は取消しの意思表示があるまでは有効

と扱われるため取消しの意思表示をすべき者がいない場合などに問題を生ずるこ

と，取消しには期間制限があるために意思無能力者の保護が十分でないこと，意思

無能力者が死亡して複数の相続人が相続した場合の取消権の行使方法が明らかで

ないことなどから，意思能力を欠く状態で行われた行為の効果を主張権者が限定さ

れた無効とすべきであるとの考え方もある。これらを踏まえ，意思能力を欠く状態

で行われた法律行為の効果を無効とするか，取り消すことができるものとするかに

ついて，更に検討してはどうか。その検討に当たっては，効力を否定することがで
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きる者の範囲，効力を否定することができる期間，追認するかどうかについての相

手方の催告権の要否，制限行為能力を理由として取り消すこともできる場合の二重

効についてどのように考えるかなどが問題になると考えられるが，これらについ

て，法律行為の無効及び取消し全体の制度設計（後記第３２）にも留意しつつ，検

討してはどうか。 

【部会資料１２－２第２，２［２０頁］，部会資料１３－２第２，４［５６頁］】

 

（補足説明） 

１ 意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効であると考えられている。甲案は，

この考え方を維持する提案である。 

  無効とする考え方を採るとしても，無効を主張することができる者の範囲，主張

することができる期間などは現在解釈に委ねられており不明確であるから，これを

条文上明記するかどうかを検討する必要があると考えられる。 

  無効を主張することができる者については，例えば，民法第１２０条を参考に，

意思能力を欠く状態でその法律行為をした者又はその代理人，承継人若しくは同意

をすることができる者などとすることが考えられる。また，第１０回会議の審議に

おいては，相手方からは主張することができないとして消極的に無効の主張権者を

規定することも提案された。もっとも，消極的に規定することに対しては，相手方

は無効を主張することができないのに第三者は主張することができるように解し得

ることの根拠を合理的に説明することができるか，検討が必要である。なお，無効

の主張権者については，相対的無効（取消的無効）という概念を設けるかどうか（中

間論点整理第３２，１）とも関連する。 

  無効を主張することができる期間については，取消しと同様の制限期間（民法第

１２６条）を設けるかどうかが問題になる。意思能力を欠く状態で行われた法律行

為は無効とすべきであると主張する見解には，無効には主張期間の制限がなく取消

しよりも表意者にとって有利であることをその根拠とするものがあるが，このよう

な立場からは，制限期間を設けるべきでないということになる。しかし，例えば行

為能力の制限を理由として意思表示の効力を否定する場合には主張期間の制限があ

るにもかかわらず，意思能力の欠如を理由とする場合には主張期間の制限がないと

することに合理的な理由があるか（意思能力を欠く者を制限行為能力者よりも厚く

保護することが合理的かどうか）が問題になると考えられる。他方，無効の主張期

間について取消し同様の制限を設けるのであれば，そもそも意思能力を欠く状態で

行われた法律行為の効果を無効とする必要があるかどうかが問題になると考えられ

る。 

２ 意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効であると解されているが，その無

効は意思能力を欠く状態でその法律行為をした者の側からしか主張できないとされ

ているなど，その効果は取消しとほとんど同じであるとして，その効果を取消可能

とすべきであるとの考え方がある。乙案は，このような考え方に従うものである。 

  意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効果を取消可能とすることに対しては，
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取消権者がいない場合があることや期間制限がある点（民法第１２６条）で無効よ

りも意思能力を欠く者にとって不利になるという指摘や，共同相続が生じた場合な

どの取消権行使の方法が不明確であるという指摘がある。 

  取消可能は無効よりも表意者にとって不利であるとの指摘については，そもそも，

意思能力を欠く状態で意思表示をした者を，例えば制限行為能力者や詐欺又は強迫

によって意思表示をした者以上に保護する合理的な理由があるかどうかという問題

が指摘できる。例えば，民法第１２６条による取消権の行使期間の制限は，いつま

でも取り消し得る状態が続くと法律関係が不安定になるという考慮に基づくとされ

ているが，このような趣旨は意思能力の欠如を理由とする法律行為の効力の否定に

ついては妥当しないと言えるか，行為能力の制限と意思能力の欠如の違いを合理的

に説明できるかなどについて，検討が必要であると考えられる。 

  また，取消権者がいない場合の表意者の不利益については，仮に効果を無効とす

る考え方を採ったとしても，相手方との交渉や訴訟等の場面で実際に無効を主張す

る者がいない場合には事実上表意者は無効に基づく救済を得られず，同様の問題が

生じ得ると考えられる。 

  意思無能力者が死亡して複数の相続人が相続した場合の取消権の行使方法が明確

でないなどの指摘については，取消し一般の問題であり，例えば，詐欺によって意

思表示をした者が死亡して複数の相続人が相続した場合の取消権の行使方法なども

同様に問題になる。他方，効果を相対的無効としたとしても，意思無能力者が死亡

して複数の相続人が相続した場合の無効主張の在り方が明らかになるとは言えない。

したがって，この点は必ずしも決め手となる理由にはならないという反論が考えら

れる。 

 

第３ 意思表示 

１ 心裡留保 

(1) 心裡留保の意思表示が無効となる要件 

 心裡留保の意思表示が原則として有効であることについては異論がないと

ころ，これが無効になる要件については，次のような考え方があり得るが，

どのように考えるか。 

【甲案】 表意者の意思表示が真意と異なることを相手方が知り，又は知る

ことができた場合にその意思表示を無効とするが，表意者が相手方を誤

信させる意図を持って自己の真意を秘匿して真意と異なる意思表示をし

た場合（狭義の心裡留保）は，それを知らない相手方との関係では，表

意者の意思表示が真意と異なることを相手方が知ることができたとして

も，原則どおり意思表示を有効とする旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 狭義の心裡留保とそれ以外の心裡留保を区別せず，いずれにおい

ても，表意者の意思表示が真意と異なることを相手方が知り，又は知る

ことができた場合にその意思表示を無効とする旨の規定を設けるものと

する。 



23

【丙案】 狭義の心裡留保とそれ以外の心裡留保を区別せず，いずれにおい

ても，表意者が真意と異なる意思表示をしたことを相手方が知り，又は

知らなかったことについて重大な過失がある場合にその意思表示を無効

とする旨の規定を設けるものとする。 

 

○中間的な論点整理第３０，１(1)［８９頁（２２１頁）］ 

 表意者が表示と真意に不一致があることを知ってした意思表示の効力について，

民法第９３条は，①相手方が表意者の真意に気づいてくれることを期待して真意と

異なる意思表示をした場合（非真意表示）と②表意者が相手方を誤信させる意図を

持って，自己の真意を秘匿して真意と異なる意思表示をした場合（狭義の心裡留保）

を区別せずに規定しているが，この両者を区別し，非真意表示においては相手方が

悪意又は有過失のときに無効であるが，狭義の心裡留保においては相手方が悪意の

場合に限って無効であるとすべきであるとの考え方がある。このような考え方の当

否について，その両者を区別することが実際上困難であるとの指摘があることも踏

まえ，更に検討してはどうか。 

 また，心裡留保の意思表示は，相手方が「表意者の真意」を知り又は知ることが

できたときは無効であるとされている（民法第９３条ただし書）が，真意の内容を

必ずしも知る必要はないことから，その悪意等の対象を「表意者の真意」ではなく，

「表示が表意者の真意でないこと」と改める方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第３，２(1)［２３頁］】

 

《参考・現行条文》 

（心裡
り
留保） 

民法第９３条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであ

っても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を

知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 

 

（比較法） 

・ドイツ民法第１１６条，第１１８条，第１２２条 

 

（補足説明） 

１ 心裡留保には，表意者が相手方を誤信させる意図を持って自己の真意を秘匿し，

真意と異なる意思表示をする場合（狭義の心裡留保）と，相手方が真意と異なる

ことに気付いてくれることを期待して行う場合（非真意表示）がある。民法第９

３条は両者を区別せずに規定しているが，甲案は，狭義の心裡留保による意思表

示について，無効とされる要件を加重することを提案するものである。 

  具体的には，原則として，少なくとも相手方の信頼が正当と言えないとき，つ



24

まり表意者が真意でないことを相手方が知ることができたときには，意図しない

意思表示の拘束から免れることができることを認めてよいとして，相手方が悪意

又は有過失である場合には心裡留保の意思表示は無効であるという民法第９３条

の規定を維持しつつ，狭義の心裡留保においては，真意を秘匿して相手方を誤信

させようとした表意者が，相手方が誤信したことについて不注意であったことを

理由に意思表示の効力を否定することができるのは不合理であるとして，相手方

は過失があっても保護される（相手方が悪意の場合にのみ意思表示は無効とな

る。）ことを提案するものである。 

  例えば，上司の意に沿わない行動を取ったＡが，実際に退職する意思はなかっ

たが，真摯な反省を表明するため，上司Ｂに対して自発的に退職をする旨の意思

表示をしたという事案や，Ａが大切にしているギターをＢが欲しがるので，Ａが

冗談で「１００万円であれば売ってあげる。」と言ったところＢが承諾したという

事案は，非真意表示に該当し，Ａが真意と異なる意思表示をしていることを知ら

なかったことについてＢに過失がある場合には，甲案によっても，民法第９３条

による場合と同様，Ａの意思表示は無効になる。これに対し，近隣のテナントに

ライバル店Ｃが出店を計画していることを知ったＡが，当該テナントの所有者Ｂ

に対し，ＢＣ間の契約を妨害するため，真実は入居するつもりがないのに，Ｃよ

り有利な条件で借りる旨の申込みをした事案では，Ａが真意と異なる意思表示を

していることを知らなかったことについてＢに過失がある場合は，民法第９３条

によればＡの意思表示は無効であるとされるが，甲案によれば，狭義の心裡留保

に該当すると考えられるため，Ａの意思表示は有効であることになる。 

  甲案に対し，第１０回会議の審議においては，非真意表示と狭義の心裡留保を

区別することが困難な場合もあり得るとの指摘があった。また，表意者の意図に

応じて，心裡留保の意思表示を無効とするための相手方の主観的事情に差異があ

り得るとしても，「過失」という規範的要素を判断する際に考慮すれば足り，非真

意表示と狭義の心裡留保を区別する必要はないとの指摘もあり得る。もっとも，

前者の指摘については，甲案のように，心裡留保の意思表示の一部（狭義の心裡

留保）が無効になる要件を加重するという形で規定を設けるのであれば，表意者

が相手方に過失があったとしてその意思表示の無効を主張する場合に，相手方は，

表意者が相手方を誤信させるために真意でないことを秘匿したことを主張立証し

て表意者の主張を覆すことができることになるに過ぎず，狭義の心裡留保と非真

意表示の積極的な区別が必要になるわけではないとも考えられる。 

２ 乙案及び丙案は，非真意表示と狭義の心裡留保の区別が困難であるなどの甲案

に対する批判を踏まえ，両者を区別せずに規定するという民法第９３条の立場を

維持するものである。 

  乙案は，心裡留保の意思表示が無効になるための要件について，基本的に同条

の規定を維持し，相手方が悪意である場合又は過失がある場合に心裡留保の意思

表示が無効であるとするものである（もっとも，この「補足説明」３参照）。 

  丙案は，心裡留保の意思表示が無効になるための要件を同条よりも加重し，相
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手方が悪意であるか，又は重大な過失がある場合に心裡留保の意思表示を無効と

するものである。これは，自ら意思と表示の不一致を認識して意思表示をした者

が，相手方が注意すれば心裡留保であることを認識可能であったと主張して意思

表示の効力を争うことができるとすることには疑問があり，民法第９３条は表意

者の保護を重視しすぎているという認識に基づくものである。丙案は，心裡留保

の意思表示が相手方に軽過失があったに過ぎない場合でも一律に無効とされるの

は不合理であるとする点では甲案と問題意識を共有するが，非真意表示と狭義の

心裡留保を区別することなく，心裡留保の意思表示が無効とされる要件として相

手方の悪意又は重過失を要するとする点で甲案と異なる。 

  丙案によれば，前記の各事例において，Ａが真実と異なる意思表示をしている

ことを知らなかったことについてＢに軽過失があるに過ぎない場合には，Ａの意

思表示はいずれも有効となり，民法第９３条による場合と結論を異にすることに

なる。 

  丙案に対しては，甲案を支持する立場から，非真意表示の場合には表意者の帰

責性が大きいとは言えないから，相手方に軽過失があるに過ぎない場合に意思表

示を無効としても不合理とは言えず，むしろ，その場の雰囲気に抗しきれずに心

ならずも真意と異なる意思表示が行われたような場合に，悪意を立証しなければ

無効が認められないとすると，このような場面での表意者に対する保護が現行法

より後退するとの批判があり得る。 

３ なお，民法第９３条ただし書は，心裡留保の意思表示が無効となるための要件

として「表意者の真意」についての相手方の悪意又は過失を挙げているが，甲案

から丙案までのいずれにおいても，相手方の悪意又は過失の対象を「表意者が真

意と異なる意思表示をしたこと」としている。これは，表意者の真意の内容を知

らない場合であっても，表意者の意思表示が真意と異なることを知り，又は知る

ことができる場合には，相手方を保護する必要がないと考えられるからである。 

  この点は，甲案から丙案までに共通する改正提案であり，乙案は，民法第９３

条のうちこの点のみを修正することを提案するものである。 

４ 民法第９３条は代理人又は代表者による権限の濫用，代表者が意思表示を行う

ための要件を欠いた場面（最判昭和４０年９月２２日民集１９巻６号１６５６頁

など）に類推適用されており，第１０回会議の審議においては，同条の改正に当

たって同条が類推適用される場面への影響も検討すべきであるとの指摘があった。 

  代理人又は代表者による権限濫用や代表者が意思表示を行うための要件を欠く

場面については，このような場面では表示と真意の不一致がなく心裡留保とは性

質を異にするという理論的な批判のほか，相手方に軽過失があるに過ぎない場合

であっても権限を濫用してされた意思表示が無効とされるという結論の妥当性に

も批判がある。 

  代理権の濫用については，規定を新設する方向で更に検討することとされてお

り（中間論点整理第３３，１(7)），その中で，要件を含めて検討がされ，規定が

設けられれば，代理権濫用については民法第９３条を類推適用する必要はなくな
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る。引き続き同条の類推適用によって処理される場面が残ると仮定して，同条に

関する改正提案を同条が類推適用される上記の場面にも当てはめてみると，まず，

甲案の区別に従えば狭義の心裡留保に該当すると考えられ，相手方に過失があっ

た場合であっても，悪意でない限り意思表示は有効とされる点で，現在の民法第

９３条を類推適用する場合とは結論を異にすることになると考えられる。また，

丙案によれば，類推適用される場面においても，相手方に軽過失があるに過ぎな

い場合は，権限濫用等の意思表示は有効とされることになる点で，やはり民法第

９３条の類推適用による場合とは結論を異にすることになる。 

５ 第１０回会議の審議においては，「心裡留保」という用語（民法第９３条の条見

出し）が分かりにくいことから，改めるべきであるとの意見もあった。例えば，

「真意留保」という文言に改めるという考え方もあるが，どのように考えるか。 

 

(2) 第三者保護規定 

 心裡留保の意思表示が無効になる場合に，その意思表示を前提として新た

に利害関係を有するに至った第三者の保護に関する規定を設けるものとして

はどうか。その場合の規定内容については，次のような考え方があり得るが，

どのように考えるか。 

【甲案】 前記(1)に基づく心裡留保の意思表示の無効は，善意の第三者に対

抗することができない旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 前記(1)に基づく心裡留保の意思表示の無効は，善意かつ無過失の

第三者に対抗することができない旨の規定を設けるものとする。 

 

○中間的な論点整理第３０，１(2)［９０頁（２２２頁）］ 

 心裡留保の意思表示を前提として新たに利害関係を有するに至った第三者を保

護する規定はなく，解釈に委ねられているが，このような第三者が保護される要件

を明らかにするため新たに規定を設ける方向で，更に検討してはどうか。その際，

通謀虚偽表示・錯誤・詐欺等に関する第三者保護規定との整合性に留意しながら，

その規定内容や，第三者保護規定の配置の在り方について，更に検討してはどうか。

規定内容については，例えば，心裡留保の意思表示が無効であることを善意の第三

者に対抗することができないという考え方と，善意かつ無過失の第三者に対抗する

ことができないという考え方があるが，その当否を含めて更に検討してはどうか。

【部会資料１２－２第３，２(2)［２６頁］】

 

（補足説明） 

１ 民法第９３条ただし書によって心裡留保の意思表示が無効になる場合に，その

意思表示を前提として新たに利害関係を有するに至った第三者を保護する規定は

設けられていない。しかし，心裡留保の意思表示が無効である場合に，常にそれ

を前提とする権利関係が無効になるとするのは適当でないと考えられる。学説も，

同法第９４条第２項を類推適用するなどして一定の場合には第三者を保護してい
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る。そこで，心裡留保についても，第三者保護規定を設けるべきであると考えら

れる。 

  心裡留保の意思表示が無効になるのは，表意者の真意と表示が異なることを表

意者は認識しており，相手方もそれを知っているか知る可能性がある場合であり，

通謀虚偽表示と類似している。学説上も，心裡留保の意思表示を前提として利害

関係を有するに至った第三者を保護するため，虚偽表示に関する民法第９４条第

２項を類推適用する見解が有力である。したがって，心裡留保に関する第三者保

護要件を検討するに当たっては，通謀虚偽表示に関する第三者保護要件（後記２

(1)）との整合性に留意する必要があると考えられる。 

２ 法律行為が無効である場合の第三者保護規定は，通謀虚偽表示，詐欺等におい

ても問題となるが，一貫した考え方に従って第三者が保護される要件を定める必

要があると考えられる。第１０回会議においては，無効な法律行為を前提として

新たな利害関係を有するに至った第三者が保護されると表意者が権利を失うこと

になるが，このような効果を正当化するためには，第三者の信頼が保護に値する

こと，すなわち第三者の善意無過失が必要であることを原則としつつ，無効原因，

取消原因の性質に応じて検討すべきであるとの意見があった。このような原則に

立ちつつ，心裡留保においては表意者が故意に真意と異なる表示をしており，表

意者の帰責性が大きいことから，第三者が保護されるための要件としては善意で

足りるとするのが甲案である。第１０回会議においても，このような考え方を支

持する意見があった。 

  通謀虚偽表示においても表意者が故意に虚偽の外観を作出しているが，通謀虚

偽表示に関する民法第９４条第２項について，判例は，第三者に過失があっても

善意であれば保護されるとしており，学説上もこれを支持する見解が有力である

（後記２(1)参照）。心裡留保が無効になる場合と通謀虚偽表示との整合性を図る

とすれば，通謀虚偽表示に関する上記の判例・学説との一貫性も甲案を支持する

根拠になり得ると考えられる。 

３ 通謀虚偽表示に関する民法第９４条第２項について，外観に対する信頼が保護

されるためには信頼が正当なものである必要があること，過失要件を通じて表意

者と第三者との利害を柔軟に調整できることから，第三者が保護されるためには

無過失が必要であるとする見解も主張されている（後記２(1)）。この見解を前提

とすれば，その根拠は心裡留保にも妥当すると考えられるので，心裡留保に関す

る第三者保護要件としても，第三者の無過失を必要とすべきことになる。乙案は，

このような考え方に基づくものである。 

４ 第三者が保護されるための主観的要件の立証責任を表意者又は第三者のいずれ

が負うのかも問題になり得る。第三者が悪意（又は有過失）であることを表意者

が立証しなければならないという考え方を採る場合には，心裡留保の意思表示の

無効を第三者に対抗することができないという原則を規定した上で，甲案では，

その意思表示が真意でないことを第三者が知っていた場合にはこの限りでないな

どのただし書を設けることが，乙案では，それを知っていた場合又は知ることが
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できた場合はこの限りでないなどのただし書を設けることが考えられる。 

  しかし，心裡留保の意思表示を無効としながら，原則として第三者にその無効

を対抗することができないとすることに対しては，無効に関する従来の理解に反

するとの批判が考えられる。 

５ なお，意思表示が無効になった場合の第三者保護規定の配置の在り方について

は，無効原因，取消原因ごとに規定するという方法のほか，各無効原因，取消原

因の第三者保護規定をまとめて規定することも考えられる。第三者保護規定の配

置の在り方については，改めて検討する。 

 

２ 通謀虚偽表示 

(1) 第三者保護要件 

 通謀虚偽表示を前提として新たに利害関係を有するに至った第三者の保護

については民法第９４条第２項が規定しているところ，その見直しの要否に

ついては次のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 通謀虚偽表示の無効は，善意の第三者に対抗することができない

旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 通謀虚偽表示の無効は，善意かつ無過失の第三者に対抗すること

ができない旨の規定を設けるものとする。 

 

○中間的な論点整理第３０，２(1)［９０頁（２２３頁）］ 

 通謀虚偽表示による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない

とされている（民法第９４条第２項）が，心裡留保・錯誤・詐欺等に関する第三者

保護規定を検討する場合には，これらとの整合性を図る観点から，同項の第三者が

保護されるための主観的要件を見直す必要がないかどうかについて，検討してはど

うか。 

 また，併せて第三者保護規定の配置の在り方についても検討してはどうか。 

 

《参考・現行条文》 

（虚偽表示） 

民法第９４条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 

２ 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができな

い。 

 

（比較法） 

・ドイツ民法第１１７条 

・スイス債務法第１８条 

・フランス民法第１３２１条，第１３２１－１条 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１１６５－１条 
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・フランス民法改正草案（司法省草案）第１３９条 

・フランス民法改正草案（テレ草案）第１２６条） 

・ヨーロッパ契約法原則第６：１０３条 

 

（補足説明） 

１ 民法第９４条第２項は，同条第１項の規定による意思表示の無効は善意の第三

者に対抗することができないと規定しているが，ここにいう「善意」について見

解が分かれており，判例・通説は過失があっても善意であれば足りるとするが，

善意無過失を言うとする見解も主張されている。 

２ 法律行為が無効である場合の第三者保護規定は，通謀虚偽表示のほか，心裡留

保，詐欺等においても問題となるが，一貫した考え方に従って第三者が保護され

る要件を定める必要があると考えられる。第１０回会議においては，無効な法律

行為を前提として新たな利害関係を有するに至った第三者が保護されると表意者

が権利を失うことになるが，このような効果を正当化するためには，第三者の信

頼が保護に値すること，すなわち第三者の善意無過失が必要であることを原則と

しつつ，無効原因，取消原因の性質に応じて検討すべきであるとの意見があった。

このような原則に立ちつつ，通謀虚偽表示においては表意者が故意に真意と異な

る表示をしており，表意者の帰責性が大きいことから，第三者が保護されるため

の要件としては善意で足りるとするのが甲案である。第１０回会議においても，

このような考え方を支持する意見があった。このような考え方は，民法第９４条

第２項の「善意」の意義に関する従来の判例・通説とも整合的であると考えられ

る。甲案は，このような考え方を踏まえたものである。 

３ 民法第９４第２項については，信頼に値する外観があったと言える場合でなけ

れば第三者は保護に値しない，すなわち信頼に値する外観がないのに第三者が不

注意で信頼した場合にはその第三者は保護に値しないこと，過失要件を通じて表

意者と第三者との利害を柔軟に調整できることから，第三者が保護されるために

は無過失が必要であるとの見解も主張されている。乙案は，これを規定に反映さ

せることを提案するものである。 

４ 民法第９４条第２項に基づいて第三者が保護されるための要件（善意）の立証

責任は第三者が負うとするのが一般的である。これに対し，その要件の不存在の

立証責任を表意者に負担させるということも考えられる。このような考え方を採

る場合には，虚偽表示の無効を第三者に対抗することができないという原則を規

定した上で，甲案では，その意思表示が通謀による虚偽のものであることを第三

者が知っていた場合はこの限りでないなどのただし書を設けることが，乙案では，

それを知っていた場合又は知ることができた場合はこの限りでないなどのただし

書を設けることが考えられる。 

  しかし，通謀虚偽表示を無効としながら，原則として第三者にその無効を対抗

することができないとすることに対しては，無効に関する従来の理解に反すると

の批判が考えられる。 
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５ なお，意思表示が無効になった場合の第三者保護規定の配置の在り方について

は，無効原因，取消原因ごとに規定するという方法のほか，各無効原因，取消原

因の第三者保護規定をまとめて規定することも考えられる。第三者保護規定の配

置の在り方については，改めて検討する。 

 

(2) 民法第９４条第２項の類推適用法理の明文化 

 民法第９４条第２項の類推適用法理を明文化することについては，この法

理の重要性に鑑みて積極的に支持する考え方もあるが，不動産の物権変動に

関して第三者保護規定を設けるのに近い結果を生じさせるものであり，物権

変動法制全体を視野に入れて慎重に検討すべきであるとの考え方もある。今

後この論点を取り上げるかどうかについて，どのように考えるか。 

 仮に同項の類推適用法理を明文化する場合には，権利者自身が虚偽の外形

を作出した類型（外形自己作出型），他人が作出した虚偽の外観を権利者が後

から承認した類型（外形他人作出型），権利者が承認した虚偽の外形が作出さ

れた後，他人が別の外形を作出した類型（意思外形非対応型）などに応じ，

権利者の帰責性の程度と第三者の主観的要件の組合せによって両者の利害を

調整することが考えられるが，どのような規定を設けるべきであると考えら

れるか。 

 

○中間的な論点整理第３０，２(2)［９０頁（２２４頁）］ 

 民法第９４条第２項は，真実でない外観を作出したことについて責任がある者

は，その外観を信頼した者に対し，外観が真実でないとの主張をすることが許され

ないといういわゆる表見法理の実定法上の現れであるとされ，判例により，同項の

本来的な適用場面に限らず，例えば不動産の取引において真の権利者が不実の登記

名義の移転に関与した場合など，様々な場面に類推適用されている。判例による同

項の類推適用法理は，重要な法理を形成していることから，これを条文上明記すべ

きであるとの考え方がある。このような考え方については，その当否とは別に，物

権変動法制全体との調整が必要になるため，今回の改正作業で取り上げることは困

難であるとの指摘があることも踏まえつつ，当面その考え方の当否を更に検討する

一方で，今後この論点を取り上げるべきかどうかについても，検討してはどうか。

【部会資料１２－２第３，３［２７頁］】

 

《参考・現行条文》 

（虚偽表示） 

民法第９４条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 

２ 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができな

い。 
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（補足説明） 

１ 判例は，当事者が通謀して虚偽の意思表示をした場合でなくても，例えば不動

産の取引において真の権利者が不実の登記名義の移転に関与した場合など，虚偽

の権利の外観の作出について当事者に帰責性がある場合に民法第９４条第２項

（及び同法第１１０条）を類推し，帰責性がある者は当該権利の外観が虚偽であ

ることを善意（帰責性の程度によっては善意無過失）の第三者に対して対抗する

ことができないこととしている。同項の類推適用が認められる場面があること自

体は判例及び学説上確立していることから，これを条文上明記すべきであるとの

考えもある。他方，同項が類推適用される場合には不動産について虚偽の登記が

された場合が多く，これを明文化するとすれば不動産の物権変動に関して登記を

信じた第三者を保護する規定を設けるのに近い結果になるが，このような規定を

設けることの当否は，物権変動法制全体を視野に入れて検討する必要があり，今

回の改正作業で取り上げることは困難であるとの指摘もある。そこで，同項の類

推適用について今後取り上げるかどうかについて，どのように考えるか。 

２ 判例上民法第９４条第２項の類推適用が認められたケースには，権利者自身が

虚偽の外形を作出した類型（外形自己作出型），他人が作出した虚偽の外観を権利

者が後から承認した類型（外形他人作出型），権利者が承認した虚偽の外形が作出

された後，他人が別の外形を作出した類型（意思外形非対応型）があるとされ，

外形自己作出型と外形他人作出型では同項が類推適用されて第三者が善意であれ

ば保護されるのに対し，意思外形非対応型では，同項及び同法第１１０条の法意

に照らし，善意無過失の第三者が保護されるとされてきた。仮に，民法第９４条

第２項の類推適用法理を明文化するとすれば，従来の判例法理に従い，真の権利

者の帰責性の程度と第三者の主観的事情を対応させて両者の利害を調整すること

が考えられる。他方で，近時の判例には，権利者が自ら虚偽の外観を作出したり

承認したりしたわけではないが，外観の作出又は存続が可能になった原因が権利

者の余りにも不注意な行為にある場合に，同法第９４条第２項と同法第１１０条

の類推適用によって善意無過失の第三者を保護したものがある。これは上記の類

型に適切に分類することができない類型であり，同法第９４条第２項が類推適用

される場面の外延やその類型はまだ確立していないとも考えられる。 

３ 民法第９４条第２項の類推適用法理を明文化する立場からの具体的な立法提案

として，①通謀虚偽表示に該当しない場合であっても，自ら真実に反する権利の

外形を作出した者は，その権利が存在しないことを善意の第三者に対抗すること

ができない旨の規定と，②真実に反する権利の外形の存在について責めに帰すべ

き事由を有する者は，その権利が存在しないことを善意無過失の第三者に対抗す

ることができない旨の規定を設けるという考え方が示されている。①は外形自己

作出型について善意を要件として第三者を保護するものであり，②の外延は必ず

しも明らかではないが，外形自己作出型以外の類型について善意無過失を要件と

して第三者を保護するものであると考えられる。 

  これに対しては，他人が作出した虚偽の外形を承認した場合と，他人による虚
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偽の外観の作出を可能にする原因を不注意によって作った場合とがいずれも②に

含まれると考えられるが，真の権利者の帰責性の程度は異なっており（なお，判

例は，後者のような事例では重大な不注意がある場合に第三者を保護している。），

同一の要件で扱うのは適当でないのではないかなどの批判が考えられる。 

 

３ 錯誤 

（比較法） 

・ドイツ民法第１１９条，第１２０条，第１２２条，第１５５条 

・オランダ民法第３編第３３条，第３編第３６条，第６編２２８条，第６編第２２９

条 

・スイス債務法第２３条から第２７条まで 

・フランス民法第１１０９条，第１１１０条，第１１１７条 

・フランス民法改正草案（カタラ草案）第１１０９－１条，第１１０９－２条，第１

１１１条，第１１１１－１条，第１１１２条から第１１１２－５条まで，第１１１

５条，第１１１５－１条 

・ユニドロワ国際商事契約原則２０１０第３．２．１条から第３．２．４条まで，第

３．２．１０条 

・ヨーロッパ契約法原則第４：１０３条から第４：１０５条まで，第４：１１１条 

 

(1) 動機の錯誤に関する判例法理の明文化 

 動機の錯誤に関する規定を設けるものとしてはどうか。規定を設ける場合

には，動機の錯誤のうち要素の錯誤となり得るものを絞り込むための要件に

ついて，次のような考え方があり得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 表意者が事実を誤って認識し，その認識が［表示されて］法律行

為の内容とされたことを要する旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 表意者が事実を誤って認識し，それに基づいて意思表示をしてい

ること［又は錯誤に陥った事項が表意者にとって重要であること］を相

手方が認識し，又は認識することができたことを要する旨の規定を設け

るものとする。 

 

○中間的な論点整理第３０，３(1)［９１頁（２２４頁）］ 

 錯誤をめぐる紛争の多くは動機の錯誤が問題となるものであるにもかかわらず，

動機の錯誤に関する現在の規律は条文上分かりにくいことから，判例法理を踏まえ

て動機の錯誤に関する明文の規定を設ける方向で，更に検討してはどうか。 

 規定の内容については，例えば，事実の認識が法律行為の内容になっている場合

にはその認識の誤りのリスクを相手方に転嫁できることから当該事実に関する錯

誤に民法第９５条を適用するとの考え方がある。他方，動機の錯誤に関する学説に

は，動機の錯誤を他の錯誤と区別せず，表意者が錯誤に陥っていること又は錯誤に
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陥っている事項の重要性について相手方に認識可能性がある場合に同条を適用す

るとの見解もある。そこで，このような学説の対立も踏まえながら，上記の考え方

の当否を含め，動機の錯誤に関する規律の内容について，更に検討してはどうか。

【部会資料１２－２第３，４(1)［３０頁］】

 

《参考・現行条文》 

（錯誤） 

民法第９５条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張す

ることができない。 

 

（補足説明） 

１ 錯誤が問題になるのは動機の錯誤の事例が多いとされているが，動機の錯誤が

民法第９５条の錯誤に当たるかどうかについては従来から様々な見解が主張され

ており，動機の錯誤に関するルールは明確でない。そこで，基本的なルールを明

確化するという趣旨から，この点についての規定を設けるものとしてはどうか。

規定を設ける場合には，例えば本文記載の甲案及び乙案のような考え方があり得

る。 

２ 動機の錯誤が民法第９５条の錯誤に含まれるかどうかについては，判例及び伝

統的な考え方は，意思と表示との間に齟齬がある場合（表示行為の錯誤）と，意

思どおりの表示をしているが意思の形成過程に思い違いがある場合（動機の錯誤）

を区別し，同条に言う錯誤は表示行為の錯誤に限られるとしてきた。もっとも，

判例は，動機が表示されて法律行為の内容になっている場合には，例外的に動機

の錯誤にも民法第９５条が適用されるとしてきた。 

  動機の錯誤に関する判例法理をどのように理解するかについては，動機の表示

が重視されているという理解と，法律行為の内容になっていることが重視されて

いるとする理解とに分かれている。甲案は，判例法理を後者のように理解した上

で，判例法理を明文化することを提案するものである。このように判例法理を理

解する根拠としては，最高裁判例には，「動機が表示されても意思解釈上動機が法

律行為の内容とされていないと認められる場合には，動機に存する錯誤は法律行

為を無効ならしめるものではない」という一般論を述べるもの（最判昭和３７年

１２月２５日集民６３巻９５３頁）や，動機の表示の有無にかかわらず動機が法

律行為の内容になったかどうかを問題とするものがあること，他方，動機の表示

を重視するかのような定式を述べる判例の多くは，動機の表示のない限り意思表

示の内容にならないとして要素の錯誤該当性を否定するものであることが挙げら

れ，判例を総体として見れば，動機の表示の有無よりも当該事項が法律行為の内

容として取り込まれているかが重視されているとする。  

  学説においても，意思表示の前提となった事実の認識が誤っているかどうかは
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本来表意者が負うべきリスクであるが，その認識が法律行為の内容に取り込まれ

た場合にはそのリスクを相手方に転嫁することができるとして，上記のように理

解された判例法理を支持する立場がある。これは，錯誤一般について，当事者が

した合意を尊重し，合意に関する錯誤は顧慮されるが，合意に関しない錯誤は顧

慮しないという考え方を背景としたものであると言える。 

  甲案は，このような判例の理解や学説に従い，誤った事実の認識が法律行為の

内容になっている場合には，その錯誤を顧慮することとするものである。法律行

為の内容になった錯誤が，更に要素の錯誤（後記(2)参照）に該当する場合には，

その法律行為の効力が否定されることとなる。 

  動機が法律行為の内容とされたかどうかが飽くまでも基準であるという立場か

らは，判例が言う動機の表示は，それがなければ法律行為の内容になることはな

いという意味で法律行為の内容となるための前提に過ぎず，これを独立の要件と

する必要はないとも考えられる。他方，判例法理を上記のように理解するとして

も，判例法理をそのまま明文化するという観点から，判例が言う「動機の表示」

を要件として挙げることも考えられる。 

  甲案のような考え方に対し，第１０回会議においては，「法律行為の内容になる」

とはどのようなことかが不明確であるとの意見があり，学説上も，この点は判例

法上必ずしも明らかとは言えないとの指摘がある。現在の判例法理が「法律行為

の内容になる」ことを要件とし，これに動機の表示とは異なる意味を与えている

と解される以上，「法律行為の内容になる」とはどのような場合なのかは現在でも

ある問題である。従来の裁判例には，当事者双方が契約を締結する際に前提とし

ていた事実（目的物の価値や性状などを含む。）の認識が誤っており，その認識が

なければ契約を締結していなかったと考えられる場合などに，その認識が法律行

為の内容になったとされたものがある。 

  このほか，甲案のように錯誤が法律行為の内容になっていることを要件とし，

また，特定物ドグマを放棄するとすると，性状の錯誤が法律行為の内容になって

いることとその性状が債務の内容になることが重なる場合があるのではないか，

仮に重なる場合があるとすれば，錯誤に関する規定と債務不履行に関する規定の

いずれが優先して適用されることになるのかなども問題になり得ると考えられる。

これは，錯誤と瑕疵担保責任のいずれが優先するかという現在でも存在する問題

と類似する問題であると言える（なお，錯誤と瑕疵担保責任の優先関係について，

判例は，錯誤優先説を採っているとの評価や，当事者が選択できるとの見解を採

っているとの評価がある。）。 

３ 動機の錯誤に関する判例法理については，上記のとおり，動機が表示されてい

ることを重視しているとの理解もある。学説においても，錯誤を顧慮することが

できるのは相手方に正当な信頼がない場合であるとの考え方を背景に，動機が表

示されていれば動機の錯誤を顧慮しても相手方の信頼を害する程度が小さいとし

て，上記のように理解された判例法理を支持する立場がある。 

  このような判例の理解や学説に従い，動機が法律行為の内容になっているかど
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うかを問わず，動機が表示されているかどうかを基準とし，表示されている場合

にはその動機の錯誤を顧慮するというルールを設けることも考えられる。このよ

うなルールによれば，表示された動機の錯誤が更に要素の錯誤に該当する場合に

は，法律行為の効力が否定されることになる。 

  このような考え方に対しては，錯誤のリスクの負担について相手方の信頼を重

視する立場から，動機が表示されたとしてもそのことから相手方が錯誤の有無を

判断できるとはいえず，相手方の正当な信頼がないとは言えないとの批判があり，

また，錯誤のリスクの負担について当事者の合意を重視する立場から，表意者が

動機を一方的に表示することによってその誤りのリスクを相手方に転嫁できるこ

とを正当化する理論的な根拠が明らかでないとの批判がある。実質的にも，一方

当事者が契約を締結する理由を述べ，相手方がそれを知り得たというだけで（例

えば，一定の利回りが期待できると思うので投資したいと述べた場合）錯誤を主

張することができるとすると，取引の安全を著しく害することになって不当であ

ると考えられる。 

４ 甲案が，表示行為の錯誤と動機の錯誤を区別することを前提として動機の錯誤

に関するルールを検討するのに対し，両者を区別せず，錯誤一般について，相手

方の正当な信頼を保護するため，表意者が錯誤に陥っていること又は錯誤に陥っ

ている事項の重要性について相手方に認識可能性があることを要件とする学説が

ある。乙案は，このような学説を踏まえて，動機の錯誤についても，表意者が動

機の錯誤に陥っていることの認識可能性又は当該事項の重要性についての認識可

能性を要件として，民法第９５条を適用することを提案するものである（認識可

能性がある場合に，更に「要素の錯誤」に該当するかが問題になり，該当する場

合には無効になる。）。乙案は，甲案の考え方が当事者の合意の内容を重視するの

に対し，錯誤による法律行為を無効とすることができるのは，相手方に正当な信

頼がない場合に限定すべきであるとの考え方を背景としており，錯誤を顧慮する

ための要件として，表意者側の事情だけでなく，相手方の信頼が正当なものとい

えるかどうかという相手方の事情をも考慮する立場であると言える。 

  なお，乙案の考え方に立つ場合には，表示行為に関する錯誤についても，相手

方の認識可能性を考慮するものとするのが一貫すると考えられ，動機の錯誤だけ

でなく，表示行為の錯誤を含む錯誤一般について認識可能性を要件とする規定を

設けることになると考えられる。 

  乙案の立場に対しては，理論的な観点から，意思表示の前提となった事実の認

識が真実であるかどうかは，本来表意者が負うべきリスクであり，単に表意者が

誤った認識を有していること，又はその事項が表意者にとって重要であることを

相手方が認識しているというだけで，その法律行為の効力が否定されるリスクを

相手方に転嫁できることとする理由はないとの批判がある。また，乙案は，従来

の判例ルールの実質的な目的が，相手方の認識可能性を踏まえた取引安全への配

慮にあると理解し，動機の「表示」や「法律行為の内容」になったか否かといっ

た必ずしも明確ではない基準を避けることを意図していると見ることができるが，
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従来採られてきた判例の定式とは異なる定式を用いるものであることや，導かれ

る帰結が従来の実務と一致するのかどうかが必ずしも明確にされていないとの指

摘があり得る。 

 

(2) 要素の錯誤の明確化 

 民法第９５条は，法律行為の要素に錯誤があったときは意思表示を無効と

すると規定しているが，要素の錯誤に関する判例法理を条文上明記し，その

錯誤がなかったら表意者は当該意思表示をしなかったであろうし，意思表示

をしないことが合理的である場合には，意思表示を無効とする旨の規定を設

けるものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第３０，３(2)［９１頁（２２６頁）］ 

 民法第９５条にいう「要素」について，判例は，意思表示の内容の主要な部分で

あり，この点についての錯誤がなかったなら表意者は意思表示をしなかったであろ

うし，かつ，意思表示をしないことが一般取引の通念に照らして正当と認められる

ことを意味するとしている。このような判例法理を条文上明記することとしてはど

うか。 

【部会資料１２－２第３，４(2)［３１頁］】

 

《参考・現行条文》 

（錯誤） 

民法第９５条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張す

ることができない。 

 

（補足説明） 

 民法第９５条本文は，「意思表示は，法律行為の要素に錯誤があったときは，無効

とする。」と規定しているが，法律行為の要素に錯誤があるとはどのような場合を指

すのか，文言のみから読み取るのは困難である。この点について，判例は，錯誤が

なければ表意者はそのような意思表示をしなかったと認められ（主観的因果性），通

常人でもそのような意思表示をしなかったと考えられること（客観的重要性）を意

味するとしている。 

 学説もおおむねこのような判例の解釈を支持してきた。例えば，主観的因果性が

必要とされるのは，錯誤制度はそのような意思表示をするつもりがなかったのにし

てしまった者を保護するための制度であり，表意者が錯誤を知っていたとしても同

じような意思表示をしたと考えられる場合は錯誤無効を認める必要はないからであ

ると説明されている。また，客観的重要性が必要となるのは，表意者さえその錯誤

を重要と考えるなら錯誤無効が認められることになると取引の安全が著しく害され
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るから，錯誤を知っていればそのような意思表示をしないことが取引の通念に照ら

して正当と認められる場合に限る必要があるからであると説明されている。 

 本文記載の考え方は，このような判例及び学説の立場を条文上明記することを提

案するものである。 

 

(3) 表意者に重過失がある場合の無効主張の制限の例外 

 民法第９５条ただし書は，表意者に重過失があるときは錯誤を主張するこ

とができないこととしているが，①表意者の意思表示が錯誤によるものであ

ることを相手方が知っている場合又は知らなかったことについて相手方に重

過失がある場合，②当事者双方が同一の錯誤に陥っている場合には，表意者

に重過失があっても例外的に錯誤を主張して法律行為の効力を否定すること

ができる旨の規定を設けるものとしてはどうか。 

 また，上記の場合に加え，③相手方が表意者の錯誤を引き起こした場合も，

表意者に重過失があっても錯誤を主張することができるとの考え方があるが，

どのように考えるか。 

 

○中間的な論点整理第３０，３(3)［９１頁（２２６頁）］ 

 表意者に重過失があったときは意思表示の錯誤無効を主張することができない

とされている（民法第９５条ただし書）が，①表意者の意思表示が錯誤によるもの

であることを相手方が知っている場合又は知らなかったことについて相手方に重

過失がある場合，②当事者双方が同一の錯誤に陥っている場合，③相手方が表意者

の錯誤を引き起こした場合においては，表意者は重過失があっても無効を主張でき

るものとすべきであるとの考え方がある。このような考え方について，相手方が過

失なく表意者の錯誤を引き起こした場合にも重過失ある表意者が錯誤無効を主張

することができるとするのは適当でないなどの指摘があることも踏まえ，更に検討

してはどうか。 

【部会資料１２－２第３，４(3)［３２頁］】

 

《参考・現行条文》 

（錯誤） 

民法第９５条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張す

ることができない。 

 

（補足説明） 

１ 民法第９５条ただし書は，要素の錯誤がある場合であっても，表意者に重過失

がある場合には，表意者は錯誤無効を主張することができないと規定しているが，

学説上，表意者に重過失があっても錯誤の主張が制限されない場合があり得ると
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されている。第１０回会議において，本文記載①から③までの場合には表意者に

重過失があっても錯誤の主張が制限されないとの考え方について審議が行われた

ところ，①及び②の場合については特段の異論がなかった。 

２ 民法第９５条ただし書が表意者に重過失がある場合に錯誤主張を制限すること

としたのはこのような場合にまで相手方の犠牲のもとに表意者を保護すべきでは

ないからであるとされているが，表意者の意思表示が錯誤によるものであること

を相手方が知っていたときは相手方を保護する必要がないので，表意者は重過失

があっても無効を主張することができるとするのが通説である。また，意思表示

が錯誤によるものであることを知らなかったことについて相手方に重過失がある

場合には，相手方が悪意であった場合と同視することができると考えられる。 

  このような見解に従い，本文前段記載の考え方は，まず①の場合について，表

意者に重過失があっても例外的に無効を主張することができることを明らかにす

ることを提案するものである。 

３ 当事者双方が同一の錯誤に陥っている場合にも，表意者に重過失があっても無

効の主張は制限されないとする見解が有力である。その根拠は，このような場合

には，相手方も同様の錯誤に陥っている以上，法律行為の効力を維持して保護す

べき正当な利益を相手方が有しているとは言えないからであると説明されている。

例えば，Ａが，Ｂ所有の土地の近くに将来鉄道の駅ができるという噂を安易に信

じ，地価が高騰することを前提に相場よりも高い価格でＢ所有の土地を購入した

が，実は駅ができるという噂は真実ではなかったという事案を考えると，Ｂもそ

の噂を信じていた場合には，Ｂにはこの契約の効力を維持して保護すべき正当な

利益はない。 

  このような見解に従い，本文前段記載の考え方は，②の場合にも，表意者に重

過失があったとしても，錯誤の主張が制限されないことを明らかにすることを提

案するものである。 

  なお，このような見解に従って規定を設けた場合に，表示上の錯誤や表示行為

の意味に関する錯誤において共通錯誤があった場合の処理も問題になる。例えば，

Ａが不注意により１０００万円のつもりで「\10,000,0000」で不動産を買うとの

申込みをしたところ，Ｂもこれを１０００万円と理解した場合や，Ａがドルとポ

ンドは同じ意味だという誤解に基づいて１ドルで買うつもりで「１ポンド」と表

示したところ，相手方Ｂもドルとポンドは同じ意味だと誤解していた場合である

が，これは契約の解釈についてどのような考え方を採るかによって結論が異なる

と考えられる。契約の解釈について，当事者の意思が一致しているときはこれに

従って解釈する立場（中間論点整理第５９，２参照）に立った場合には，

「\10,000,0000」という表示は１０００万円と，「１ポンド」という表示は１ドル

と，それぞれ解釈されるので，表示と当事者の意思に不一致が存在せず，そもそ

も錯誤の問題ではないことになる。他方，表示の客観的な意味に従って解釈する

という立場に立てば，「\10,000,0000」という表示は１億円と，「１ポンド」とい

う表示は１ポンドと，それぞれ解釈されることになり，ＡについてもＢについて
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も表示と意思との間に不一致があることになるから，両当事者のいずれも契約の

効力を否定することができることとなる（共通錯誤の例外を設けない場合には，

重過失のある当事者は客観的な意味に従って契約に拘束されることになる。）。 

４ 相手方が表意者の錯誤を引き起こした場合には，その結果は相手方が引き受け

るべきであり，表意者に重過失があることを理由に錯誤の主張を制限すべきでな

いとする学説も主張されている。このような見解を踏まえ，本文後段記載の考え

方は，③の場合にも，重過失があったことによる表意者の無効主張の制限を及ぼ

さないことを提案するものである。 

  相手方が錯誤を引き起こした場合には表意者に重過失があっても錯誤の主張が

制限されないという考え方に対しては，相手方に過失がなかった場合にまで重過

失がある表意者に錯誤主張を認めることには問題があるとの指摘や濫用のおそれ

があるとの指摘があった。 

  なお，相手方が誤った情報を提供し，それによって表意者が錯誤に陥って意思

表示をした場合は，表意者はその意思表示を取り消すことができるという考え方

も示されている（中間論点整理第３０，５）。このような考え方との関連性にも留

意する必要がある。 

 

(4) 効果 

 錯誤による意思表示の効果については，次のような考え方があり得るが，

どのように考えるか。 

【甲案】 錯誤による意思表示は無効とする旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 錯誤による意思表示は，意思表示をした者又はその代理人若しく

は承継人が取り消すことができる旨の規定を設けるものとする。 

  

○中間的な論点整理第３０，３(4)［９２頁（２２７頁）］ 

 錯誤があった場合の意思表示の効力について，民法は無効としている（同法第９

５条本文）が，無効の主張は原則として表意者だけがすることができると解されて

いるため，その効果は取消しに近づいているとして，錯誤による意思表示は取り消

すことができるものとすべきであるとの考え方がある。このような考え方に対して

は，取消権の行使期間には制限があるなど，表意者の保護が十分でなくなるおそれ

があるとして，無効という効果を維持すべきであるとの考え方もあることから，こ

れらを踏まえ，錯誤による意思表示の効果をどのようにすべきかについて，更に検

討してはどうか。 

 その検討に当たっては，錯誤に基づく意思表示の効力を否定することができる者

の範囲，効力を否定することができる期間，追認するかどうかについての相手方の

催告権の要否などが問題になると考えられるが，これらについて，法律行為の無効

及び取消し全体の制度設計（後記第３２）にも留意しつつ，検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第３，４(4)［３４頁］，
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部会資料１３－２第２，４［５６頁］】

 

《参考・現行条文》 

（錯誤） 

民法第９５条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張す

ることができない。 

 

（補足説明） 

１ 民法第９５条は，錯誤による意思表示は無効であると規定している。甲案は，

この考え方を維持する提案である。 

  無効とする考え方を維持するとしても，無効を主張することができる者の範囲，

主張することができる期間などは現在解釈に委ねられており不明確であるから，

これを条文上明記するかどうかを検討する必要があると考えられる。 

  無効を主張することができる者については，一般に表意者の側からしか主張で

きないと考えられていることから，この立場を明文化し，例えば，民法第１２０

条を参考に，意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人とすることが考え

られる。また，第１０回会議の審議においては，相手方からは主張することがで

きないとして消極的に無効の主張権者を規定することも提案された。もっとも，

消極的に規定するという考え方の当否を検討するに当たっては，相手方は無効を

主張することができないのに第三者は主張することができるように解し得ること

の根拠を合理的に説明することができるか，検討が必要である。なお，無効の主

張権者については，相対的無効（取消的無効）という概念を設けるかどうか（中

間論点整理第３２，１）とも関連する。 

  無効を主張することができる期間については，取消しと同様の制限期間（民法

第１２６条）を設けるかどうかが問題になる。錯誤による意思表示は無効とすべ

きであると主張する見解には，無効には主張期間の制限がなく取消しよりも表意

者にとって有利であることをその根拠とするものがあるが，このような立場から

は，制限期間を設けるべきでないということになる。しかし，例えば詐欺によっ

て錯誤に陥った場合の取消権の行使には主張期間の制限があるにもかかわらず，

自ら錯誤に陥った場合には主張期間の制限がないとすることに合理的な理由があ

るか（錯誤者を詐欺の被害者よりも厚く保護することが合理的かどうか）が問題

になると考えられる。他方，無効の主張期間について取消し同様の制限を設ける

のであれば，そもそも錯誤による意思表示の効果を無効とする必要があるかどう

かが問題になると考えられる。 

２ 錯誤無効は錯誤者の側からしか主張できないとされているなど，その効果は取

消しとほとんど同じであるとして，その効果を取消可能とすべきであるとの考え



41

方がある。乙案は，このような考え方に従うものである。 

  錯誤による意思表示の効果を取消可能とすることに対しては，期間制限がある

点（民法第１２６条）で無効よりも錯誤者にとって不利になるという指摘や，共

同相続が生じた場合などの取消権行使の方法が不明確であるという指摘がある。 

  取消可能は無効よりも表意者にとって不利であるとの指摘については，そもそ

も，錯誤者を例えば詐欺によって意思表示をした者以上に保護する合理的な理由

があるかどうかという問題が指摘できる。例えば，民法第１２６条による取消権

の行使期間の制限は，いつまでも取り消し得る状態が続くと法律関係が不安定に

なるという考慮に基づくとされているが，このような趣旨は錯誤を理由とする効

力の否定については妥当しないと言えるか，錯誤と詐欺の違いを合理的に説明で

きるか（錯誤者は自ら錯誤に陥っているのに対し，詐欺によって意思表示をした

者は相手方に欺罔されて錯誤に陥ったのであり，錯誤者をより厚く保護すること

はむしろ均衡を失するとも考えられる。）などについて，検討が必要であると考え

られる。 

  また，取消権者がいない場合の表意者の不利益については，仮に効果を無効と

する考え方を採ったとしても，相手方との交渉や訴訟等の場面で実際に無効を主

張する者がいない場合には事実上表意者は無効に基づく救済を得られず，同様の

問題が生じ得ると考えられる。 

  錯誤者が死亡して複数の相続人が相続した場合の取消権の行使方法が明確でな

いなどの指摘については，取消し一般の問題であり，例えば，詐欺によって意思

表示をした者が死亡して複数の相続人が相続した場合の取消権の行使方法なども

同様に問題になる。他方，効果を相対的無効としたとしても，錯誤者が死亡して

複数の相続人が相続した場合の無効主張の在り方が明らかになるとは言えない。

したがって，この点は必ずしも決め手となる理由にはならないという反論が考え

られる。 

 

(5) 錯誤者の損害賠償責任 

 錯誤者の損害賠償責任については，不法行為責任に関する一般規定に委ね

るものとしてはどうか。 

 

○中間的な論点整理第３０，３(5)［９２頁（２２８頁）］ 

 錯誤は，錯誤者側の事情で意思表示の効力を否定する制度であるから，錯誤者は

これによって相手方が被る損害を賠償する責任を伴うとして，錯誤無効が主張され

たために相手方や第三者が被った損害について錯誤者は無過失責任を負うという

考え方がある。これに対しては，無過失責任を負わせるのは錯誤者にとって酷な場

合があり，損害賠償責任の有無は不法行為の一般原則に委ねるべきであるとの指摘

もある。このような指摘も踏まえ，上記の考え方の当否について，更に検討しては

どうか。 
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【部会資料１２－２第３，４(4)（関連論点）［３４頁］】

 

（補足説明） 

 錯誤による意思表示の効力が否定されることにより，その意思表示が有効である

と信じた相手方が損害を被る場合がある。錯誤者は，このような損害について，契

約締結上の過失責任又は不法行為責任を負うことになるとするのが学説上の多数説

であるとされている。これによれば，錯誤者は錯誤に陥ったことについて過失があ

る場合には，相手方に対して損害賠償責任を負うことになる。 

 これに対し，錯誤は錯誤者側の事情で意思表示の効力を否定する制度であるから，

錯誤者はこれによって相手方が被る損害について無過失責任を負うべきであるとの

考え方がある。しかし，錯誤による意思表示の効力が否定される要件において，相

手方の信頼の保護は既に考慮されており（上記(1)(2)参照），これに加えて，契約締

結上の過失責任又は不法行為責任の一般原則を超える無過失責任を負わせる理由は

ないと考えられる。本文記載の考え方は，このような考え方に基づき，錯誤者の損

害賠償責任について特段の規定を設けず，契約締結上の過失や不法行為責任の一般

原則に委ねることを提案するものである。 

 なお，この点については錯誤による意思表示が無効となる要件（上記(1)(2)）と

も関連すると考えられるから，これらとの整合性にも留意が必要である。 

 

(6) 第三者保護規定 

 錯誤による意思表示の効力が否定される場合に，その意思表示を前提とし

て新たに利害関係を有するに至った第三者の保護に関する規定を設けるもの

としてはどうか。その場合の規定内容については，次のような考え方があり

得るが，どのように考えるか。 

【甲案】 錯誤無効は，善意かつ無過失の第三者に対抗することができない

旨の規定を設けるものとする。 

【乙案】 錯誤無効は，善意の第三者に対抗することができない旨の規定を

設けるものとする。 

 

○中間的な論点整理第３０，３(6)［９２頁（２２８頁）］ 

 錯誤によってされた意思表示の存在を前提として新たに利害関係を有するに至

った第三者を保護する規定はなく，解釈に委ねられているが，このような第三者が

保護される要件を明らかにするため新たに規定を設ける方向で，更に検討してはど

うか。その際，心裡留保・通謀虚偽表示・詐欺等に関する第三者保護規定との整合

性に留意しながら，その規定内容や，第三者保護規定の配置の在り方について，更

に検討してはどうか。規定内容については，例えば，表意者の犠牲の下に第三者を

保護するには第三者の信頼が正当なものでなければならないとして，善意かつ無過
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失が必要であるとの考え方や，錯誤のリスクは本来表意者が負担すべきものであ

り，第三者は善意であれば保護されるとの考え方があるが，これらの考え方の当否

を含めて更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第３，４(5)［３５頁］】

 

（補足説明） 

１ 民法第９５条によって錯誤による意思表示が無効になる場合に，その意思表示

によってなされた法律行為を前提として新たに利害関係を有するに至った第三者

を保護する規定は設けられていない。しかし，錯誤による意思表示の効力が否定

される場合に，常にその後の権利関係が覆るとするのは適当でないと考えられる。

学説も，同法第９６条第３項を類推適用するなどして一定の場合には第三者を保

護している。そこで，錯誤についても，第三者保護規定を設けるべきであると考

えられる。 

  錯誤と詐欺は，いずれも表意者が錯誤に陥っている点では共通しており，学説

上も，錯誤無効の意思表示を前提として利害関係を有するに至った第三者を保護

するため，詐欺に関する民法第９６条第３項を類推適用する見解が有力である。

したがって，錯誤に関する第三者保護要件を検討するに当たっては，詐欺に関す

る第三者保護要件（中間論点整理第３０，４(2)）との整合性に留意する必要があ

る。 

２ 法律行為が無効である場合の第三者保護規定は，通謀虚偽表示，詐欺等におい

ても問題となるが，一貫した考え方に従って第三者が保護される要件を定める必

要があると考えられる。第１０回会議においては，無効な法律行為を前提として

新たな利害関係を有するに至った第三者が保護されると表意者が権利を失うこと

になるが，このような効果を正当化するためには，第三者の信頼が保護に値する

こと，すなわち第三者の善意無過失が必要であることを原則としつつ，無効原因，

取消原因の性質に応じて検討すべきであるとの意見があった。このような原則に

立って，錯誤無効の意思表示を前提に新たに利害関係を有するに至った第三者が

保護されるためには善意無過失であることが必要であるとすることを提案するの

が甲案である。第１０回会議においても，このような考え方を支持する意見があ

った。 

  錯誤無効の意思表示を前提に新たに利害関係を有するに至った第三者について

は，民法第９６条第３項を類推適用してその保護を図る見解が有力であるが，学

説の多数は，同項の「善意」は善意かつ無過失をいうと解している。このような

解釈との一貫性も甲案を支持する根拠になり得ると考えられる。 

３ これに対し，錯誤のリスクは本来表意者が負担すべきものであり，第三者が保

護されるためには善意であれば足りるとすることを提案するのが乙案である。第

１０回会議においてもこのような考え方を支持する意見があった。 

  第三者を保護するために類推適用されている民法第９６条第３項については，

第三者が保護されるためには善意であれば足り，無過失である必要はないという
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見解も主張されている。このような見解に立てば，錯誤無効の意思表示を前提と

して利害関係を有するに至った第三者が保護されるための要件としても乙案を支

持することになると考えられる。他方，同項の「善意」は善意かつ無過失をいう

という見解を採った場合であっても，詐欺による意思表示をした者は騙された被

害者であるのに対し，錯誤者は自ら錯誤に陥ったのであるから，詐欺の被害者に

比べて保護の程度が軽くてもやむを得ないと考えれば，乙案と矛盾するものでは

ないと考えられる。 

４ 第三者が保護されるための主観的要件の立証責任を表意者又は第三者のいずれ

が負うのかも問題になり得る。第三者が悪意（又は有過失）であることを表意者

が立証しなければならないという考え方を採る場合には，錯誤による意思表示の

無効（又は取消し）を第三者に対抗することができないという原則を規定した上

で，甲案では，その意思表示が真意でないことを第三者が知っていた場合又は知

ることができた場合はこの限りでないなどのただし書を設けることが，乙案では，

それを知っていた場合はこの限りでないなどのただし書を設けることが考えられ

る。 

  しかし，錯誤による意思表示を無効（又は取消可能）としながら，原則として

第三者にその効果を対抗することができないとすることに対しては，無効に関す

る従来の理解に反するとの批判が考えられる。 

５ なお，意思表示が無効になった場合の第三者保護規定の配置の在り方について

は，無効原因，取消原因ごとに規定するという方法のほか，各無効原因，取消原

因の第三者保護規定をまとめて規定することも考えられる。第三者保護規定の配

置の在り方については，改めて検討する。 

 

 



別紙 比較法資料 

 

〔ドイツ民法〕 

第１０４条（行為能力） 

次に掲げる者は，行為無能力者とする。 

1. 満７歳に達しない者 

2. 精神活動の病的障害によって自由な意思決定をすることができない状態にあ

る者。ただし，その状態がその性質上一時のものでないときに限る。 

第１０５条（意思表示の無効） 

(1) 行為無能力者の意思表示は，無効とする。  

(2) 意識喪失の状態または精神活動の一時的障害の状態の下でした意思表示も，無

効とする。  

第１１６条（心裡留保） 

 意思表示は，表意者が表示したことを意図しない旨を内心に留保したことをも

って無効とはならない。相手方に対してなされるべき意思表示は，相手方が当該

留保を知っていたときは無効とする。 

第１１７条（虚偽表示） 

(1) 相手方に対してなす意思表示で，相手方との通謀に基づき仮装されたものは無

効とする。 

(2) 虚偽表示により別の法律行為が隠蔽されているときは，隠蔽されている法律行

為に関する規定を適用する。 

第１１８条（真意の不存在） 

 真意でない意思表示は，真意が存在しないことにつき誤認されないものと予期

してなされたときは，無効とする。 

第１１９条（錯誤による取消し） 

(1) 意思表示をなすにあたり，その内容につき錯誤があった者，または当該内容の

表示をする意思をまったく有さなかった者は，表意者が事情を知っており，かつ，

事実関係を合理的に判断していれば意思表示をしなかったであろうと認められる

ときは，当該意思表示を取り消すことができる。 

(2) 取引上重要と認められる人または物の性質に関する錯誤も，意思表示の内容に

関する錯誤とみなす。 

第１２０条（誤った伝達による取消し） 

 意思表示が伝達のために用いられた人または機関によって誤って伝達されたと

きは，第 119 条の規定にいう錯誤による意思表示と同一の要件において，これを

取り消すことができる。 

第１２２条（取り消した者の損害賠償義務） 

(1) 意思表示が，第 118 条の規定に基づき無効，または，第 119 条，第 120 条に基

づき取り消されたときは，表意者は，意思表示が相手方に対してなされるべき場

合は同人，その他の場合はあらゆる第三者に対し，相手方または第三者が意思表
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示を有効と信頼したことにより被った損害を賠償する義務を負う。ただし，その

額は，意思表示が有効であった場合に相手方または第三者が取得する利益の額を

超えてはならない。 

(2) 被害者が無効または取消しの原因を知っていたとき，または，過失によって知

らなかった(知り得べき)ときは，損害賠償義務は生じない。 

第１３４条（法律上の禁止） 

法律上の禁止に反する法律行為は，無効とする。ただし，法律によって他の結果

を生ずるときは，この限りでない。 

第１３８条（良俗違反の法律行為；暴利行為）  

(1) 善良の風俗に反する法律行為は，無効とする。  

(2) 特に相手方の強制状態，無経験，判断力の不足または著しい意思薄弱に乗じて，

給付に対して著しく不相当な財産的利益を自己または第三者に約束または提供さ

せる法律行為は，無効とする。 

第１５５条（隠れた合意の欠如） 

 当事者が締結したものと信じた契約において，合意されるべき点について実際

には合意がなされていなかったときは，その点について定めをしなくても契約を

締結したものと認めることができる限りにおいて，なされた合意は有効とする。 

第１５７条（契約の解釈） 

 契約は，取引の慣習を考慮し，信義誠実が要請するところに従って解釈しなけ

ればならない。 

第２４２条（信義誠実に従った履行） 

 債務者は，取引慣習を顧慮し信義誠実が要請するところに従って履行をなすべ

き義務を負う。 

第３１１条第１項（法律行為による債権債務関係，および法律行為に類似した債権

債務関係） 

(1) 法律行為による債権債務関係の成立および債権債務関係の内容の変更には，法

律による特別の定めのない限り，当事者の間の契約を要する。 

 

〔オランダ民法〕 

第３編第３３条 

 法律行為は，表示によって示された，ある法律効果に向けられた意思を要件と

する。 

第３編第３４条 

(1) 永続的または一時的に精神的能力に障害を来している者が表示をしたときは，

その障害が当該行為と関係する利益についての合理的な評価を妨げる場合，また

はその表示がこの障害の影響の下で行われた場合には，この表示に対応する意思

が存在しないものとみなす。法律行為が精神障害者にとって不利益となるときは，

その不利益が法律行為の時点で合理的に予測し得なかった場合を除き，当該表示

は障害の下で行われたものと推定する。 
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(2) 前項に定めるような意思の欠けた法律行為は取り消すことができる。ただし，

一人または多数の特定の者に向けられたものでない単独行為は，意思の不存在に

よって無効となる。 

第３編第３５条 

 相手方の表示または行動を，当該状況のもとでそれに付与するのが相当である

ような意味において，その相手方から彼に向けられた一定の内容の表示として理

解した者に対しては，この表示に対応する意思の不存在を主張することができな

い。 

第３編第３６条 

 第三者が，ある表示または行動に基づいて，当該状況のもとで合理的に付与す

ることのできる意味において，一定の法律関係の成立，存在，または消滅が生じ

たものと想定し，かつ，合理的な信頼をもってこの想定の正しさに基づいて行為

したときは，その表示または行動に関係している者は，当該第三者に対し，この

行為に関して想定の誤りを主張することができない。 

第３編第４０条 

(1) 内容または目的に関して善良の風俗または公の秩序に反する法律行為は，無効

とする。 

(2) 強行規定に対する違反は，法律行為を無効とする。ただし，その規定が多面的

な法律行為の一方当事者の保護のみを目的としているときは，取り消しうるにと

どまる。いずれの場合も，当該規定の目的から別段の規律が生じない限りにおい

て，適用される。 

(3) その規定に抵触する法律行為の効力を否定することを目的としない法規定に関

しては，前項の規定は影響を与えない。 

第３編第４４条 

(1) 法律行為が強迫，詐欺，または状況の濫用によって成立したときは，その法律

行為を取り消すことができる。 

(2)～(3)  （略） 

(4) 状況の濫用は，相手方が窮状，従属，軽率，異常な精神状態，または無経験の

ような，特別の状況によって法律行為への着手に導かれたことを知りまたは理解

しなければならない者が，その者が知りまたは理解しなければならない事情によ

ればそれを思いとどまるべきであったにもかかわらず，当該法律行為の実現を促

したときに，認められる。 

(5) 法律行為の当事者ではない者の側での強迫，詐欺，または状況の濫用によって

意思表示がされたときは，この瑕疵は，その存在を推認すべき根拠を有していな

い法律行為の当事者に対しては，主張することができない。 

第３編第５９条 

 本章の規定は，物権法に関するものを除き，法律行為または法律関係の性質に

反しない限り，準用される。 

第６編第２１３条 
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(1) 本章における契約は，それによって一人または多数の当事者が一人または多数

の相手方に対し債務負担を約する多面的な法律行為である。 

(2) 契約に関する法規定は，二人以上の当事者間での契約については，その契約の

性質を考慮して、当該規定の目的と抵触する限度において，適用されない。 

第６編第２１６条 

 本節および以下の三つの節の規定は，法律行為の性質を考慮して，当該規定の

目的に反しない限り，他の多面的な物権法上の法律行為に準用される。 

第６編第２２８条 

(1) 錯誤の影響の下で成立し，かつその行為についての正しい認識があれば締結さ

れなかったであろう契約は，以下の場合に取り消すことができる。 

(a) 錯誤が相手方からの情報によるものであるとき。ただし，その情報がなかっ

たとしても契約が締結されただろうと相手方が想定できた場合はこの限りでな

い。 

(b) 相手方が錯誤について知りまた知るべきことに関して錯誤者に知らせるべき

であったとき。 

(c) 相手方が契約の締結に際して錯誤者と同一の誤った前提を有していたとき。

ただし，相手方が，その行為に関して正しい認識を有していたとしたら，それ

によって錯誤者が契約の締結を思いとどまったであろうことを知るべきであっ

たとはいえない場合はこの限りでない。 

(2) 錯誤がもっぱら将来の事情のみに関するとき，または契約の性質，取引通念，

ならびに当該事案の状況に照らして錯誤者がその錯誤について責任を負うべきと

きは，その錯誤によっては取消しは基礎付けられない。 

第６編第２２９条 

 当事者間で既に存在する法律関係を拡張することを目的とする契約は，この法

律関係が存在しないときは，取り消すことができる。ただし，契約の性質，取引

通念，または当該事案の状況に照らして，この法律関係の不存在を主張する者が

責任を負うべき場合はこの限りでない。 

第６編第２４８条 

(1) 契約は，当事者によって合意された法律効果だけでなく，契約の性質に従って，

法律，慣習，または信義誠実の要請から生じる法律効果をも有する。 

(2)当事者間において契約によって妥当している規律は，当該状況のもとで信義誠実

に照らし容認されないものである限りにおいて，適用されない。 

 

〔スイス債務法〕 

第１８条 

(1) 契約をその方式および内容から評価するにあたっては，当事者間で一致した真

意を考慮しなければならず，当事者が錯誤に陥り，または真実の性質を隠蔽する

意図をもってなした不実の表示または記載は考慮しないものとする。 

(2) 債務者は，書面による債務承認を信頼して債権を取得した第三者に対し，それ
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が仮装行為である旨の抗弁を対抗することができない。 

第２３条  

 契約は，その締結に際して本質的な錯誤があった者に対しては拘束力を有さな

い。 

第２４条  

(1) 錯誤は，とりわけ以下の場合に本質的であると認められる。 

1. 錯誤者が同意を表示した契約とは別の契約をなすことを欲していたとき 

2. 錯誤者の意思が表示されたのとは異なる物を対象とし，または特定の人を考

慮しながらも別人を対象とする契約が締結されたとき 

3. 錯誤者がその真の意思よりも著しく過重な給付を約し，または，著しく過少

な反対給付での約束をさせられていたとき 

4. 取引上の信義誠実に照らして錯誤者により契約の必要不可欠な基礎とされた

事情に関して錯誤があったとき 

(2) 契約締結の動機に錯誤があるに止まるときは，本質的な錯誤があったとは認め

られない。 

(3) 単なる計算上の過誤は，契約の拘束力を妨げない。ただし，これを訂正するこ

とを要する。 

第２５条  

(1) 錯誤の援用は，それが信義誠実に反するときは許されない。 

(2) 錯誤者は，とりわけ，錯誤者の意図した内容で契約が有効に成立したことを相

手方が認容する旨を表示した場合については，その内容で有効に成立したものと

しなければならない。  

第２６条  

(1) 錯誤者が契約を自己に対して有効なものと認めていない場合であって，当該錯

誤が自己の過失に帰せられるべきときは，契約の消滅によって生じた損害を賠償

する義務を負う。ただし，相手方が錯誤を知りまたは知るべきであったときは，

この限りでない。 

(2) 裁判官は，衡平の観点から，その他の損害についても賠償すべき旨の判断を下

すことができる。  

第２７条 

 契約締結に際して申込みまたは承諾が，使者またはその他の方法により，誤っ

て伝達されたときについては，錯誤に関する規定を準用する。 

 

〔フランス民法〕 

第６条 

 公の秩序および善良の風俗に関する法律は，個別的な合意によってその適用を

除外することができない。 

第４１４－１条 

 有効な行為を行うためには，精神が健全でなければならない。行為の時におけ



6

る精神障害の存在を証明することは，無効を主張する者の負担とされる。 

第１１０９条 

 同意がもっぱら錯誤によって与えられた場合，または強迫によって強いられ，

もしくは詐欺によって騙取された場合には，なんら有効な同意がない。 

第１１１０条 

(1) 錯誤は，合意の目的物の実体そのものに関わるときでなければ，その無効の事

由ではない。 

(2) 錯誤は，契約を締結しようとする相手方のみに関わるときは，なんら無効原因

でない。ただし，その者についての考慮が合意の主たる原因である場合には，そ

の限りでない。 

第１１１７条 

 錯誤，強迫または詐欺によって締結された合意は，なんら法律上当然に無効で

はない。それは，単に，この章第 5節第 7款に説明する場合および方法にしたが

って，無効または取消しの訴権を生じさせる。 

第１１２３条 

 すべての者は，法律が無能力と宣言しない場合には，契約を締結することがで

きる。 

第１１２４条 

 以下の者は，法律が定める範囲で，契約を締結することについて無能力である。 

1. 未解放の未成年者 

2. 本法典の第 488 条の意味において保護される成年者 

第１１３１条 

 原因がない債務または虚偽の原因もしくは不法な原因に基づく債務は，いかな

る効果も有することができない。 

第１１３３条 

 原因は，法律によって禁止されるとき，または善良の風俗もしくは公の秩序に

反するときは，不法である。 

第１１３４条 

(1) 適法に形成された合意は，それを行った者に対しては，法律に代わる。 

第１１３５条 

 合意は，そこに表明されることだけでなく，債務の性質に従って，衡平，慣習

または法律がそれに与えるすべての結果についても，義務を負わせる。 

第１１５９条 

 曖昧なものは，契約が締結される地方において慣習とされているところに従っ

て解釈される。 

第１１６０条 

 契約においては，それが明示されない場合であっても，その地方で慣習とされ

ている条項を補充しなければならない。 

第１３２１条 
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 反対証書は，契約当事者の間でなければ，その効果を有することができない。

反対証書は，第三者に対してなんら効果を有しない。 

第１３２１－１条（2005 年 12 月 7 日のオルドナンス） 

 裁判所付属職の譲渡契約に約定された代金の増額を目的としたすべての反対証

書，並びに不動産売買，営業財産もしくは顧客の譲渡，または不動産の全部もし

くは一部を対象とする賃貸借の権利もしくは賃貸借の予約に関する利益の譲渡の

価格の一部，および不動産，営業財産または顧客を含む交換または分割の清算金

の全部または一部を隠ぺいすることを目的としたすべての合意は無効である。 

第１６７４条 

 売主は，不動産の価格について 12 分の 7を超えて損害を受けた場合には，契約

においてその取消しを請求する権能を明示的に放棄し，かつ，差益を与える旨を

申述したときであっても，売買の取消しを請求する権利を有する。 

 

〔フランス民法改正草案（カタラ草案）〕 

第１１０１条 

(1) 債権債務関係は，法律行為または法律事実によって生じる。 

(2) 一定の債権債務関係は，相隣関係に基づく債権債務関係および公的な負担のよ

うに，法律の力のみによっても生じる。これらについては，関係する箇所で扱う。 

第１１０１－１条 

(1) 法律行為は，法的な効果を生ぜしめることに向けられた意思に基づく行為であ

る。 

(2) 契約による法律行為または契約は，そのような効果を生ぜしめることを目的と

して，2人または多数の者の間で約された合意である。 

(3) 一方的な法律行為は，法律または慣習によって認められた場合において，法的

な効果を生ぜしめることを目的として，一人または同一の利益の考慮において結

び付いた多数の者によって行われる行為である。 

(4) 集団的な法律行為は，集団の構成員によって合議に基づいて行われる決定であ

る。 

(5) 一方的または集団的な行為は，理由がある限り，その有効性および効果に関し

て，契約に適用されるのと同様の規定に従う。 

第１１０９－１条 

 契約の本質的な諸要素に関して意思が合致していないときは，合意はなんら存

在しない。 

第１１０９－２条 

 合意の不存在は，合意を相対無効とする。 

第１１１１条 

 同意がもっぱら錯誤によって与えられた場合，または詐欺によって騙取され，

もしくは強迫によって強いられた場合には，有効な同意は存在しない。 

第１１１１－１条 
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(1) 錯誤，詐欺および強迫は，それらの性質が著しかったために，それらがなかっ

たのであれば，当事者の一方またはその代理人が契約を締結しなかったであろう

場合，または異なる条件で契約をしていたであろう場合は，同意を無効とする。 

(2) それらを決定づける性質は，人と状況を考慮して評価される。 

第１１１２条 

 錯誤は，合意の目的物の実体 substance，または契約当事者に関わるときでな

ければ，その無効の事由ではない。 

第１１１２－１条 

(1) 物の実体に関する錯誤は，本質的な性質を対象とした錯誤であり，二当事者が

それを考慮して契約を締結した場合を意味する。本質的な性質を対象とした錯誤

であり，当事者のうち一方がそれを考慮して契約を締結したことを他方が知って

いた場合についても同様である。 

(2) 一方または他方の当事者の給付を対象とする錯誤は，無効原因となる。 

(3) 物の性質の不確実性についての承諾は，この性質に関する錯誤を排除する。 

第１１１２－２条 

(1) 人に関する錯誤は，契約当事者の本質的な性質に関する錯誤である。 

(2) それは，人を考慮して締結した契約においてしか，無効原因とならない。 

第１１１２－３条 

 物の実体に関する錯誤，または人に関する錯誤は，事実に関するものであれ，

法律に関するものであれ，無効原因となる。ただし，その錯誤が，宥恕不能な

inexécusable ものでないときは，この限りではない。 

第１１１２－４条 

 契約当事者が，物の本質的な性質に関して誤ることなく，物について不正確な

経済的評価をしたに過ぎないとき，その価値に関する錯誤は，それ自体無効原因

ではない。 

第１１１２－５条 

 物または人の本質的な性質とは無関係の，単なる動機についての錯誤は，両当

事者が明示的にそれを彼らの同意の決定的な要素にした場合にしか，無効原因と

はならない。 

第１１１４－３条 

(1) 一方当事者が窮乏状態，または従属状態の下で債務を負担し，他方当事者が当

該合意から明らかに過剰な利益を取得して，この衰弱状態 état de faiblesse を
利用した場合も，強迫が存在する。 

(2) 衰弱状態は，とりわけその状態に服している当事者の脆弱性 vulnérabilité，
両当事者の以前の関係の存在，またはそれらの者の経済的不平等を考慮に入れな

がら，状況の総体から評価がなされる。 

第１１１５条 

(1) 錯誤，詐欺，または強迫により締結された合意は，相対無効の訴権を生じさせ

る。 
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(2) 契約の無効とは独立して，強迫，詐欺，または錯誤が，当事者の一方に損害を

生じさせた場合，過失 faute により損害をもたらした者は賠償をする義務を負う。 

(3) 合意の瑕疵に基づく複数の訴権は，同一の事由から生じる。この場合，それら

の訴権は代替可能である。 

第１１１５－１条 

 強迫の場合，無効訴権の期間は，それが止んだ時からしか進行しない。錯誤，

または詐欺の場合，それらが発見された日から進行する。 

第１１２４条 

 合意は，約務がそれを正当化する現実のかつ適法な原因を有するときは，有効

である。 

第１１２４－１条 

 原因の不存在は，合意の相対無効によって制裁される。原因の違法性は，合意

を絶対無効とする。 

第１１２６条 

 約務は，当事者のうちの少なくとも一方によって，公の秩序，善良の風俗，ま

たは，より一般的に，強行規定に反する目的においてそれが約されたときは，適

法な原因を欠き，正当化されない。 

第１１２６－１条 

(1) 違法な目的において契約をした当事者は，他方当事者がそれを知らないときは，

その者に対し，契約の無効によって生じるすべての損害について賠償しなければ

ならない。 

(2) 両当事者が違法性を認識していたときは，すべての請求が排除される。 

第１１６２－３条 

 故意により公の秩序，善良の風俗，または，より一般的に，強行規定に反した

者は，すべての原状回復を拒絶され得る。 

第１１３４条 

(1) 適法に形成された合意は，それを行った者に対しては，法律に代わる。 

第１１３５条 

(1) 合意は，そこに表明されることだけでなく，債務の性質に従って，衡平，慣習

または法律がそれに与えるすべての結果についても，義務を負わせる。 

(2) とりわけ，契約においては，それが明示されない場合であっても，その地方で

慣習とされている条項を補充しなければならない。 

第１１３９－３条 

 曖昧なものは，契約が締結される地方において慣習とされているところに従っ

て，また当事者の慣行に従って，解釈される。 

第１１６５－１条 

 反対証書は，契約当事者の間でなければ，その効果を有することができない。

反対証書は，第三者に対してなんら効果を有しない。 
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〔フランス民法改正草案（司法省草案）〕 

第１条 

 債権債務関係は，法律行為，法律事実，または法律の力のみによって生じる。 

第２条 

 法律行為は，法的な効果を生ぜしめることに向けられた意思の表示である。そ

れらは，契約によりまたは一方的に行うことができる。契約による法律行為は，2

人または多数の者の間で約された意思の合致である。一方的な法律行為は，一人

または同一の利益の考慮において結び付いた多数の者によって行われる。法律行

為は，理由がある限り，その有効性および効果に関して，契約に適用されるのと

同様の規定に従う。 

第１３５条 

 合意は，そこに表明されることだけでなく，債務の性質に従って，衡平，慣習

または法律がそれに与えるすべての結果についても，義務を負わせる。 

第１３９条 

 当事者が，秘密の契約を隠ぺいする見せかけ上の契約を締結した場合，反対証

書と呼ばれる後者の契約は，当事者間では効力を生じる。反対証書は，第三者に

対して対抗できない。ただし，第三者はそれを援用することができる。 

 

〔フランス民法改正草案（テレ草案）〕 

第１条 

(1) 債権債務関係は，契約，不法行為，第三者の得た不当利得，または事務管理に

よって生じる。それらの債権債務関係は，本編における対象となる。 

(2) その他の債権債務関係は，公的な負担と結び付いた債権債務関係のように，法

律の効力のみによって生じる。 

第５８条 

 当事者は，契約の性質に従って，法律，衡平，慣習および慣行がそれに与える

すべての結果についても，義務を負う。 

第１２６条 

 適法に作成された反対証書は，当事者間でしか効力を生じない。それは第三者

に対して，効力を有さない。ただし，第三者は，反対証書を援用する権限を有す

る。 

 

〔国際物品売買契約に関する国際連合条約〕 

第９条 

(1) 当事者は，合意した慣習および当事者間で確立した慣行に拘束される。 

(2) 当事者は，別段の合意がない限り，当事者双方が知り，又は知っているべきで

あった慣習であって，国際取引において，関係する特定の取引分野において同種

の契約をする者に広く知られ，かつ，それらの者により通常遵守されているもの

が，黙示的に当事者間の契約又はその成立にて適用されることとしたものとする。 
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〔ユニドロワ国際商事契約原則２０１０〕 

第１．９条（慣習および慣行） 

(1) 当事者は，合意した慣習および当事者がその間で確立させている慣行に拘束さ

れる。 

(2) 当事者は，その特定の取引分野における契約当事者に広く知られ，かつ，国際

取引において通常遵守されている慣習に拘束される。ただし，その慣習を適用す

ることが不合理なときはこの限りではない。 

第３．２．１条（錯誤の定義） 

 錯誤とは，契約締結時に存在する事実または法に関する誤った想定をいう。 

第３．２．２条（取消原因となる錯誤） 

(1) 当事者が錯誤により契約を取り消すことができるのは，錯誤に陥った当事者と

同じ状況に置かれた合理的な者が，真の事情を知っていれば，実質的に異なる条

項のもとでのみ契約を締結し，または契約を全く締結しなかったであろうほどに，

錯誤が契約締結時において重要なものであり，かつ以下の各号のいずれかに該当

するときに限られる。 

(a) 相手方が，同じ錯誤に陥っていた場合，錯誤当事者の錯誤を生じさせた場合

またはその錯誤を知りもしくは知るべき場合であって，錯誤当事者を錯誤に陥

ったままにすることが公正な取引についての商取引上の合理的な基準に反する

とき。 

(b) 相手方が，取消時までに，契約を信頼した合理的な行動をしていないとき。 

(2) 前項の規定にかかわらず，以下の各号のいずれかに該当するときには当事者は

契約を取り消すことができない。 

(a) 錯誤に陥るにつき重大な過失があったとき。 

(b) 錯誤が，錯誤のリスクが錯誤当事者によって引き受けられた事柄にかかわる

とき，または，諸事情を考慮すれば，錯誤のリスクが錯誤当事者によって負担

されるべきとき。 

第３．２．３条（表現または通信における誤り） 

 表示の表現またはその通信において生じた誤りは，その表示を発した者の錯誤

とみなす。 

第３．２．４条（不履行に対する救済） 

 錯誤を主張する当事者が依拠する事情のもとで，不履行に対する救済が与えら

れまたは与えられ得たときには，その当事者は錯誤を理由に契約を取り消すこと

ができない。 

第３．２．７条（過大な不均衡） 

(1) 契約または個別の条項が，契約締結時に，相手方に過剰な利益を不当に与える

ものであったときは，当事者はその契約または条項を取り消すことができる。そ

の際，他の要素とともに以下の各号に定める要素が考慮されなければならない。 

(a) その当事者の従属状態，経済的困窮もしくは緊急の必要に，またはその当事
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者の無思慮，無知，経験の浅さもしくは交渉技術の欠如に，相手方が不当につ

け込んだという事実 

(b) その契約の性質および目的 

(2) 取消権を有する当事者の要請により，裁判所は，公正な取引についての商取引

上の合理的な基準に合致するように，その契約または条項を改訂することができ

る。 

(3) 取消しの通知を受けた当事者が，取消しの通知を受けた後速やかに，かつ，相

手方が取消通知を信頼して合理的に行動する前に，当該相手方に自らの改訂要請

について知らせたときは，裁判所は，その当事者からの要請によっても，契約ま

たは条項を改訂することができる。第 3.2.10 条第(2)項の規定は本項に準用する。 

 

第３．２．１０条（錯誤による取消権の消滅） 

(1) 当事者の一方が錯誤による取消権を有する場合において，相手方が，取消権を

有する当事者の理解した内容で契約を履行する意思を表示したとき，またはその

ような内容で契約を履行するときは，契約は，取消権を有する当事者が理解して

いた内容で締結されたものとみなす。相手方は，取消権を有する当事者がどのよ

うに契約を理解していたかを知った後速やかに，かつ，その当事者が取消しの通

知を信頼して合理的に行動する前に，この表示または履行をしなければならない。 

(2) 前項の表示または履行をもって取消権は消滅し，それ以前になされた取消しの

通知は効力を有しない。 

 

〔ヨーロッパ契約法原則〕 

第１：１０２条 契約の自由 

(1) 当事者は，自由に契約を締結し，その内容を決定することができる。ただし，

信義誠実および公正取引，ならびに本原則の定める強行規定に従わねばならない。 

(2) 当事者は，本原則のいかなる部分についてもその適用を排除し，またはその効

果の内容や程度を変更することができる。ただし，本原則に別段の定めがある場

合は，このかぎりでない。 

第１：１０３条 強行規定 

(1) 当事者は，契約に本来適用される法が許容するかぎりにおいて，契約の規律を

本原則に委ねることを選択することができる。この場合，各国の国内法における

強行規定は適用されない。 

(2) 各国の国内法，超国家法，国際法における強行規定のうち，関係する国際私法

上の準則によれば契約を規律する法のいかんにかかわらず適用可能なものについ

ては，前項の規定にかかわらず適用されねばならない。 

第１：１０５条 慣習および慣行 

(1) 当事者は，合意した慣習および当事者間で確立した慣行に拘束される。 

(2) 当事者は，当事者と同じ状況にある者ならば一般に適用されると考えるであろ

う慣習に拘束される。ただし，その慣習を適用するのが不合理なときは，このか
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ぎりでない。 

第４：１０３条 事実または法律に関する本質的な錯誤 

(1) 当事者は，次の各号のすべてを充たす場合には，契約締結時に事実または法律

に関する錯誤が存在することを理由として，当該契約を取り消すことができる。 

(a) (ⅰ) 錯誤が相手方によって与えられた情報によって惹起された場合， 

(ⅱ) 相手方が錯誤を知りまたは知るべきであって，錯誤者を錯誤に陥った

状態に放置することが信義誠実および公正取引に反する場合，または， 

(ⅲ) 相手方が同一の錯誤に陥っている場合 

(b) 錯誤者が真実を知っていたならば契約を締結しなかったであろうこと，また

は，本質的に異なる条件でなければ契約を締結しなかったであろうことを，相

手方が知りまたは知るべきであった場合 

(2) 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合には，当事者は

契約を取り消すことができない。 

(a) 当該状況において，その者の錯誤が宥恕されない場合 

(b) その者によって錯誤のリスクが引き受けられていたか，または当該状況にお

いて引き受けられるべきであった場合 

第４：１０４条 伝達における誤り 

 表示の表明または送信における誤りは，その表示をなしまたは発した者の錯誤

として扱われ，第４：１０３条が適用される。 

第４：１０５条 契約の改訂 

(1) 当事者の一方が錯誤を理由として契約を取り消す権限を有する場合において，

相手方が取消権者の理解していた内容で契約を履行する意思を示し，またはその

内容で現に履行するとき，当該契約は，取消権者が理解していた内容で締結され

たものとみなされる。相手方は，取消権者が理解していた契約内容について通知

された後直ちに，かつ，取消権者が取消しの通知をしたことを信頼して行動する

前に，履行する意思を示し，または履行をしなければならない。 

(2) 前項の表示または履行がされた後は，取消権は失われ，それまでにされた取消

しの通知は効力を有しない。 

(3) 当事者双方が同一の錯誤に陥った場合，裁判所は，当事者の一方からの請求に

より，当該契約を，合理的にみて，錯誤がなければ合意されたであろうと考えら

れる内容のものに改訂することができる。 

第４：１０９条 過大な利益取得または不公正なつけ込み 

(1) 当事者は，契約締結時に以下に掲げるすべての事情が存在した場合には，当該

契約を取り消すことができる。 

(a) その当事者が，相手方に依存し，もしくは相手方と信頼関係にあった場合，

経済的に困窮し，もしくは緊急の必要があった場合，または，軽率であり，無

知であり，経験が浅く，もしくは交渉技術に欠けていた場合 

(b) 相手方が，このことを知りまたは知るべきであり，かつ，当該契約の事情お

よび目的を考慮すると，著しく不公正な方法でその当事者の状況につけ込み，



14

または過大な利益を取得した場合 

(2) 裁判所は，適当と認める場合には，取消権者の請求により，信義誠実および公

正取引の要請するところに従っていたならば合意されていたであろう内容へと，

当該契約を改訂することができる。 

(3) 裁判所は，過大な利益取得または不公正なつけ込みを理由とする取消しの通知

を受けた当事者の請求により，前項におけるのと同様に，当該契約を改訂するこ

とができる。ただし，この者が，取消しの通知を受けた後直ちに，かつ取消しの

通知をした当事者が当該通知をしたことを信頼して行動する前に，取消しの通知

をした当事者に対して，裁判所に契約改訂の請求をしたことを知らせたのでなけ

ればならない。 

第４：１１１条 第三者 

(1) 当事者の一方がその行為につき責任を負う第三者，または当事者の一方の同意

を得て契約の締結に関与した第三者が，次の各号のいずれかに該当する場合には，

その行動または認識は当事者本人によるものとみなし，本章による救済手段は，

本人に対するのと同一の条件において用いることができる。 

(a) 情報を提供することにより錯誤を惹起し，または錯誤を知り，もしくは知る

べきであった場合 

(b) 不正確な情報を提供した場合 

(c) 詐欺を犯した場合 

(d) 強迫をした場合 

(e) 過大な利益を取得しまたは不公正なつけ込みを行った場合 

(2) 前項に該当しない第三者が，次の各号のいずれかに該当する行為をした場合に

は，本章による救済手段は，当事者の一方が当該事実を知り，もしくは知るべき

であったとき，または，取消時に契約を信頼して行動しなかったときにかぎり，

用いることができる。 

(a) 不正確な情報を提供した場合 

(b) 詐欺を犯した場合 

(c) 強迫をした場合 

(d) 過大な利益を取得しまたは不公正なつけ込みを行った場合 

第６：１０３条 仮装行為 

 当事者が，真の合意を反映することを意図していない表見上の契約を締結した

ときは，当事者間では真の合意が優先する。 


